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リージョナル・センター
REGIONAL CENTERS



リージョナル・センターとは

障害を持つということが、家族や社会から離れ、他とのつながりや自身の選択を拒絶された孤立した

施設などでの人生を意味していたのはそう遠い昔のことではありません。幸いにも今日その状況は改

善され、障害を持つ人達やその家族の話に耳を傾け、情報を提供し、サービスやサポートのコーディ

ネーションをするパートナーとしての機関が存在します。それがリージョナル・センターです。

１９６６年に発足したリージョナル・センターは、州政府との契約の下に活動する私立の非営利団体

です。地域別に分けられ、障害者やその家族、その地域のコミュニティーリーダーを含む役員によっ

て運営されています。カリフォルニア州内で計２１のリージョナル・センターが存在し、総数１０万

人以上の障害者とその家族にサービスを提供しています。リージョナル・センターの運営コンセプト

は福祉サービスとしては特殊といえるかもしれません。福祉に不可欠な思いやりの気持ちとプロとし

ての知識を、ビジネス慣習の利点と結び付け、障害者やその家族、地域社会、公的機関とのパートナ

ーシップの成立を追及・実現させています。

リージョナル・センターは医療サービスを提供するクリニックではなく、従来のカウンセリング・セ

ンターでもなく、単なる経済的援助機関でもありません。障害者の必要とするサービスの提供や計画

をコーディネートし、管理する機関と言えます。

対象となる人

リージョナル・センターは、州法で定められた発達障害者すなわち、知的障害者、脳性まひ、てんか

ん、自閉症、その他の知的障害のような症状を持つ人々すべてに年令にかかわらずサービスを提供し

ます。上記の診断がつかなくても、出産時に問題があり、発作を起こした、又はことばや歩行に問題

がある場合、おすわり・はいはい・歩行が遅い、他人に興味を示さない、又は心身に何等かの障害が

認められる乳幼児の場合もリージョナル・センターの対象となりえます。リサーチの結果、発達障害

の多くが未然に回避可能なことが明らかになっている現状をふまえ、リージョナル・センターではリ

スクを持つ新生児に対するアーリー・インターベンション（早期介入治療）や、発達障害児を生む可

能性が高いと危惧される妊婦に対する診断やカウンセリングも行なっています。乳幼児へのアーリ

ー・インターベンション・サービスでは、地域学校区や他のサービス提供者と協力の下でコーディネ

ーションにあたります。
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対象となる障害者の基本的条件は、１）障害が顕著であり、２）その障害が１８才未満までに発生してお

り、３）現在引き続いている、又は将来にわたって続くであろうと思われる場合となります。リージョナ

ル・センターは福祉機関の中の一つであり、センター独特の査定基準があります。センターの査定では知

的障害に重きを置いているので、純粋な学習障害（LD）のみ、又は言語障害のみを持ち、テストの結果知

的障害では全くないと判断された場合、受け入れを拒否される場合もあります。ただし子供の年令が低い

場合はテストが妥当でなかった場合があるので、一応対象となり得る場合が多く、一年後に再度査定が行

なわれたりします。知的障害は認められなくても、脳性まひ等で日常生活に顕著な支障をきたす程の身体

的障害がある場合も対象になる場合もあります。なお精神病の場合は精神衛生局の対象となります。

リージョナル・センターへの申請

最初の申請依頼の電話又は手紙を受けた後、同センターの担当専門家（多くの場合intake

coordinator）とのミーテｲングが持たれます。それぞれのセンターによって多少異なりますが、担当

者が依頼主の家に出向き必要な情報をまず入手し、後日診断・評価（assessment)がなされる場合や、

障害者とその家族がセンターに行き、最初のミーテｲングで本人と両親から現在までの必要な情報を聞

くと同時に、それぞれの専門家達による診断・評価（assessment)がなされる場合もあります。必要な

ら後日行なわれるテストが予定される場合もあります。多くの場合申請受理か否かはミーテｲングの行

なわれたその日に決定されます。この申請に対する診断・評価は無料で行なわれます。障害の心配が

ある場合、医師による診断がついている場合は勿論のこと、ついていない場合でもリージョナル・セ

ンターに連絡を入れ、無料の診断・評価（assessment)を受け今後の対応を考えることです。

申請が受理された後、障害者本人とその家族はリージョナル・センターのクライアント（依頼人）又

はコンシューマー（顧客）と呼ばれる立場になり、それぞれに担当者（CSC=Consumer Service

Coordinator, case manager, counselor 等センターによって呼び名が違う）が決定されます。この担

当者は常時受け持ちクライアントに対してのサポート業務と同時に、年ごとにクライアントの受ける

べきサービスの新たな計画を作成し、そのコーデｲネーションと管理を行ないます。この計画は

IPP(Individual Program Plan=個人別プログラム計画）と呼ばれるもので、向こう一年間の目標を定

め、必要なセラピー等を詳細に計画したもので年毎に親の意見を反映させ関係者により審議改正され

ていきます。リージョナル・センターの決定に不服がある場合は書面（ケース・ワーカーが用意して

くれます）にて聴聞会（fair hearing）に申し立てをすることができます。この件に関してはＰ９８

を参照してください。
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サービス内容（注：それぞれのセンターで多少異なります）

リージョナル・センターの重要な仕事の中に、各クライアントの発達を促すに最も適すると思われる

サービスを調査・提案するというのがあります。例えば乳幼児のためのプログラムに保育園入園が望

ましいと思われその旨IPP(個人別プログラム計画）で決定された場合、リージョナル・センターは一

番適当と思われるプログラムを両親と保育園側との間に立って探します。一般的にクライアントがよ

く利用するサービスは下記のようなものです。

＊乳幼児アーリー・インターベンション・プログラム（早期介入治療）

＊公立校における特殊プログラム

＊アフタースクール（放課後）プログラム

＊成人障害者用日常生活技術習得プログラム（料理、金銭管理、身の回りの世話、裁縫、住まいの管

理、他人との付き合い、買い物、交通機関利用法等）

＊成人障害者用職業訓練

＊医療サービス

＊言動マネージメント訓練

＊夏季、週末レクリエーション・プログラム

＊特殊器具購入

＊送迎サービス

＊在宅介護

これらのサービスの場合、直接のサービス提供者はそれぞれのコミュニティーに存在する他の該当機

関で、リージョナル・センターは調査、アレンジ、紹介、一部費用負担などを行ないます。センター

が直接提供するサービス内容は下記のようなものです。

＊診断・評価（assessment)と個人別プログラム（IPP）作成

＊担当者による常時サポート・システム（情報提供、調査業務、カウンセリング等）

＊障害者用住まい探し

＊一部医療費・特殊サービスの費用補助

（他の公的機関からの援助が受けられない場合のみ）

＊Advocacy

（障害者の権利を守るための擁護・啓蒙・主張活動／親や専門家へのトレーニング、州・連邦議会
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に対するロビー活動、個人的カウンセリング等）

＊予防対策（ハイリスクの乳幼児や、障害者出産のリスクをもつ夫婦に対する予防策）

＊レスピット・ケアー

（親に休養を与えることを目的とした親へのサポートで、医療行為のできる看護人の派遣、週末の

み等の短期間あずかり、ベビーシッター代一部負担など。注：金額や時間に制限があるので、事前

にセンター側の承諾が必要）

＊その他のサポートプログラム

（発達障害児を持つ親のストレスや大変さを自らの経験により理解できる親達によるサポートシス

テム。成人障害者本人や、親、兄弟姉妹などへの個人別サポート、マルチメディア情報、教育材料、

トレーニングプログラム等。）

さて障害者本人が成人となり、自身の権利を知り、生き方を自分自身で決定できる状態に達した場合、

家族やリージョナル・センターのサポートの下で自立が可能になります。この場合リージョナル・セ

ンターは一生涯パートナーとして、住まいの決定、仕事の計画、技術取得トレーニング、セラピー、

コンサーバターシップの取得など、要所要所でヘルプを提供します。リージョナル・センターは障害

者が社会の中で融合し、選択権を持ち、できる限り一般社会の中で自立することに焦点をおいて活動

します。障害者が成年に達した後リージョナル・センターと本人との関わり合い方は多少変化してき

ます。以前のように毎年の連絡は無くなり、節目節目の必要時を除けば、お互いの連絡も２・３年に

１度のIPP作成時が基本となります。

ＩＰＰ(Individual Program Plan = 個人別プログラム計画）

IPPとは、リージョナル・センターの担当者、障害者本人とその家族、本人又は家族が希望する関係者

を交え、１年に１回（本人の誕生日前後）向こう１年間のことを話し合い文書にまとめたものです。

３才～１８才までは年毎に家族の希望に合わせ、電話で簡単に済ませられるケースから、担当者が家

庭に出向く場合、センターで複数の専門家を交え詳細に練られるケースまで、障害の度合や本人の年

令などにより様々です。障害者本人が１８才を過ぎた場合、多くは本人の希望にそって、ミーティン

グの場所や参加者が決められます。本人が家族と同居している場合は年毎の連絡は電話で済ませ、３

年に１度IPPのミーティングがもたれますが、ボーディングホーム（グループホーム）在住の場合はミ

ーティングも１年に１度行われます。IPPミーティングで考え方の中枢をなすのがPerson Centered

Palnning（本人の意思を中心とした計画）です。障害者本人の意思（本人が子供の場合は家族の意思）

13

リージョナル・センター



を尊重するということは、本人の言葉に耳を傾けるということ、例えば：

◆ 住む場所

◆ 日常の時間の過ごし方

◆ 誰と共に時間を過ごしたいか

◆ 将来への夢や希望

などに関しての障害者本人の選択を知り、それを誰がどのように手助けするかを具体的にIPPで話し合

います。家族や友人は各々どの様な援助が可能かを話し合い役割分担をし、リージョナル・センター

の担当者は福祉専門家の立場からサービス機関や学校・ワークショップ等の情報を提供します。チー

ムワークがIPP成功の鍵となります。

リージョナル・センター連絡リスト

カリフォルニア州内には全部で２１のリージョナル・センターがあります。それぞれのリージョナ

ル・センターが独自の方法で運営されているので多少異なる部分（担当者の呼び名、実際にサービス

を受けられるまでにかかる日数、サービスの詳細内容等）があるので、本書の情報はあくまでも基本

と考え、詳細は所属リージョナル・センターから直接入手してください。

機関名・住所 サービス地域　

Eastern Los Angeles Regional Center

1000 S. Fremont, Los Angeles, CA 91803

(626)299-4700/FAX (626)281-1163

Frank D. Lanterman Regional Center

3440 Wilshire Blvd., #400, Los Angeles, CA 90010

(213)383-1300/Fax (213)383-6526

From Pasadena (818)240-1576

Harbor Regional Center

21231 Hawthorne Blvd., Torrance, CA 90503

(310)540-1711/Fax (310)540-9538
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*East Los Angeles, Alhambra, 

North East L.A., Whittier

*Hollywood, Wilshire, Glendale, Foothill, 

Pasadena, Burbank, Central L.A., 

(L.A. County)

*Bellflower, Harbor, Torrance, Long Beach, 

Health District (L.A. County)



Inland Regional Center

647 Brier Dr., San Bernardino CA 92408

(909)890-3000/Fax (909)890-3001

Mailing Address:  

P. O. BOX 6127, San Bernardino, CA 92412-6127

North Los Angeles Regional Center

15400 Sherman Way, Suite 300, Van Nuys, CA 91406

(818)778-1900

San Gabriel/Pomona Regional Center

761 Corporate Center Dr., Pomona, CA 91768

(909)620-7722/Fax (909)622-5123

South Central Los Angeles Regional Center

2160 W. Adams Blvd., Los Angeles, CA 90018-2096

(213)734-1884/Fax (213)730-2286

Westside Regional Center

5901 Green Valley Circle, Suite 320, Culver City, CA 90230

(310)337-1155/Fax (310)649-2033

Regional Center of Orange County

530 S. Main St., Orange, CA 92868

(714)973-1999/Fax (714)541-3021

San Diego Regional Center

4355 Ruffin Road, Suite #205, San Diego, CA 92123-1652

(619)576-2996/Fax (619)576-2873

Tri-Counties Regional Center

5464 Carpinteria Ave., Suite #B, 

Carpinteria, CA 93013-1475

(805)684-1204/Fax (805)684-3034
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*San Bernardino County, Riverside County

*East Valley, San Fernado, 

West Valley (LA County), Antelope Valley

*El Monte, Pomona, 

Foothill Health Districts (L.A. County)

*Compton, San Antonio South, South East, 

South West Health District (L.A. County)

*Culver City, Santa Monica, Inglewood, 

West LA (LA County)

*Orange County

*Imperial & San Diego Counties

*San Luis Obispo,

Santa Barbara & Ventura Counties



Valley Mountain Regional Center

7210 Murray Drive, Stockton, CA 95210-3342

Mailing Address:  P.O.Box 69220, Stockton, CA 95269-2290

(209)473-0951/Fax (209)473-0256

San Andreas Regional Center

300 Orchard City Dr., Suite #170, Campbell, CA 95002

Mailing Address:  P.O.Box 50002, San Jose, CA 95150-0002

(408)374-9960/Fax (408)376-0586

Central Valley Regional Center

5168 N. Blythe Ave., Fresno, CA 93722-0580

(209)276-4300/Fax (209)276-4450

Golden Gate Regional Center

120 Howard Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105-1696

(415)546-9222/Fax (415)546-9203

Kern Regional Center

3200 N. Sillect Ave., Bakersfield, CA 93308

(805)327-8531, (800)479-9899/Fax (805)324-5060

Regional Center of The East Bay

1212 Broadway, Oakland, CA 94612

(510)451-7232/Fax (510)-465-0177

North Bay Regional Center

10 Executive Court, Suite A, Napa, CA 94558

(707)256-1100/Fax (707)256-1112

Alta California Regional Center

2031 Howe Ave., Suite 100, Sacramento, CA 95825-0196

(916)924-0400/Fax (916)929-1036
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*Amador, Calareas, San Juaquin, 

Stanislaus & Toulumne Counties

*Monterey, Santa Clara, 

Santa Cruz & San Benito Counties

*Tulare, Kings, Fresno, 

Madera Mariposa & Merced Counties

*Marin, San Francisco & 

San Mateo Counties

*Kern, Inyo, & Mono Counties

*Alameda & Contra Costa Counties

*Napa, Solano & Sonoma Counties

*Alpine, Colusa, El Dorado, Nevada,

Placer, Sacramento, Sierra, Sutter, 

Yolo & Yuba Counties



Far Northern Regional Center

P.O.Box 492618, Redding, CA 96049-2418

(916)222-4791/Fax: Redding (916)222-8908, Chico (916)865-1501

Redwood Coast Regional Center

808 “E” Street

Eureka, CA 95501-1889

(707)445-0893/Fax (707)444-3409

�������r�������r�������r�������r�������r�������

参考資料：

“Regional Centers, Partners in Lifelong Support”

Eastern Los Angeles, Frank D. Lanterman, Harbor, Inland, San Gabriel/Pomona, South

Central Los Angeles, Tri-Counties Regional Centers  1996

“THE FAMILY GUIDE TO SERVICES”

Harbor Developmental Disabilities Foundation

“An Introduction”

Frank D. Lanterman Regional Center
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*Butte, Glenn, Lassen, Modcc, Plumas, Shasta, 

Siskiyou, Tehama & Trinity Counties

*Del Norte, Humboldt, Lake & Mendocino

私が学んだこと
リージョナルセンターの一人のサービス

コーディネーターが抱えるクライアントの数は 80 ～
120人もいるので、親が積極的に働きかけないと年に１度
のIPP以外忘れられたような存在になってしまう可能性も
あります。クリスマスカードに子供の写真を同封して送る
のもいいかもしれません。また、IEPミーティングに来て
アドボケートしてくれたり、希望していたサービスが
取れた時など、簡単な「Thank you」カードで感謝の
気持ちを表わすのも大事なことだと
思います。子供が単なる書類上の
クライアントから生きた一人の
人間に変わるかもしれません。
（M）
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私が学んだこと
障害を持つ子の子育ては“療育”と言い、健常児

の子育ては“養育・教育”などと、ごく自然に分け

て言われているようですが、どちらも育児です。

この子は障害があるからとか、普通のわがままを

障害のせいにしてしまうとか、単なる甘やかしを

してしまわないように、常に全般的な子どもの成長、

発達を念頭においた上で、療育を含めた育児を

心がけていきたいものです。（Ｈ）

私が学んだこと
子供に必要なサービスを一番よく知っている

のは親。リージョナル・センターのコーディネー

ターには子供のことをよーく理解してもらい、親が

中心になってコーディネーターを働かせる位の

つもりでいること。リージョナル・

センターが何でもやってくれる

とは決して思わないこと。

（M）
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Early Intervention Services
乳幼児早期介入サービス（０才～３才）
アーリー・インターベンション・サービス



アーリー・インターベンションとは？

アーリー・インターベンション・サービスとは、IDEA（障害者教育法）のH項目に提唱されるカリフ

ォルニア州幼児早期教育プログラム（アーリースタート・プログラム）の一環として、障害を持って

生まれた３才までの乳幼児もしくは将来障害を持つリスクの高い新生児、そしてその家族のために提

供される福祉サービスの総称です。当事者である家族に対して、総合的観点から子供の発達を助ける

ための各種サービス（医療、セラピー、教育、経済、精神的サポート等）が提供されます。

対象児とは？

誕生から３６ヵ月までの乳幼児で、検査などの診断の結果下記の５項目の少なくとも一つ以上に遅れ

が認められる場合：

＊認知能力の発達

＊運動・身体的発達（視覚・聴覚を含む）

＊言葉の発達

＊社会性・精神性の発達

＊環境適応能力

発達遅滞とは、月齢相応の平均的発達に比べ顕著な遅れが認められる場合をさします。時には検査時

には顕著な問題が見られなくても、将来障害の出る可能性が高いと判断される場合も含まれます。い

ずれにしても専門の医師による診断が必要になります。出産時の問題、例えば低体重児、未熟児、仮

死産児、又は出産後新生児期のけいれん発作など医学的見地から将来の発達に心配がある場合もこの

プログラムの対象となります。診断を受けたら直ちにリージョナル・センター又は地域の教育機関に

その旨連絡をする必要があります。

サービス内容

該当機関は連絡を受けてから45日以内（注：担当機関によって多少異なります）に検査・評価を実施

し、必要なサービスを検討することになります。同時に両親を加えたスタッフによりIndividualized
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Family Service Plan (IFSP) （各家族別サービス計画）が作成されます。リージョナル・センターや

地域の教育機関から提供されるアーリー・インターベンション・サービスは無料です。加えてこれら

のサービスが重複しないように、又子供の生活する自然な環境のなかで提供されるよう調整される必

要があります。これらのサービスとは：

＊発達のモニターとサービスのコーディネーション

子供の発達進行状況を評価し、それにそって必要なセラピーやサービスを検討

＊オキュペーショナル・セラピー（作業療法）

神経系知覚運動とその発達障害、主に自身の身の回りのこと、知覚発育、食事、遊びなどに影響が

ある場合の治療

＊フィジカル・セラピー（理学療法）

全体的神経系筋障害（運動障害）に対する療法

＊スピーチ・セラピー（言語療法）

子供のニーズ・年令・能力に見合った会話、咀嚼等の口の運動、食事能力の指導

＊乳児発育プログラム

家庭又はセンターにおける教育プログラムで、認識・知覚・言語・運動・遊戯などの発育を刺激す

る内容のもの

＊医療サービス

聴覚・視覚・栄養・特別看護サービスを含む

＊ファミリー・サービス

レスピットケアー、サポートグループ、カウンセリング、精神的ケアー、行動療法、指導、トレー

ニング等を含む

＊トランジション計画（進学等の変換期の対処計画）

３才でプリスクール（保育園）または他のサービスに移行する際の支援業務

＊その他

送迎サービスや技術的支援助業務を含む
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関係する機関

カリフォルニア州ではDepartment Of Developmental Services（発達・発育関係サービス局）と

California Department of Education（カリフォルニア教育局）が、この乳幼児早期教育のリーダーシッ

プを取り、関連サービスを提供する責任を負っています。さてこのプログラムの提供をスムーズに遂

行させるために州を32の区域に分けーこれをLocal Interagency Coordination Areas (LICAs) と称

しますー、区域別に該当機関が実際の家族とサービス提供者間のコーディネーションに当たっていま

す。例えばランタマン・リージョナル・センターはロサンジェルス郡に７つあるLICAsの一つを担当

している該当機関ということになります。カリフォルニアではリージョナル・センターと地域教育機

関両方の協力でアーリー・インターベンションのサービスが提供されています。それらの機関とは：

■地域教育機関（学校区）

視覚、聴覚、重度の整形外科的障害のいずれか、もしくはそれらの二つ以上に障害がある場合。サ

ービスは子供の家庭かセンターで提供され、時には教育機関とリージョナル・センターの両方から

同時にサービスを受けるケースもあります。

■リージョナル・センター

リージョナル・センターは、専門家からの診断がなされた障害児、及び様々な医学的理由により将来

発達に問題が起きる可能性のある乳幼児にアーリー・インターベンション・サービスを提供します。

注）各該当リージョナル・センターのリストは本書Ｐ14を参照してください。

■CCS (California Children's Services)

カリフォルニア・チルドレンズ・サービス

19720  E. Arrow Highway

Covina, CA 91724/Tel(818)858-2100 （一般情報）

診断の内容によってはCCSから医療費の援助が受けられます。CCSは検査、特殊医療器具、ケアー、

セラピーなどを提供します。CCS医療セラピー部はオキュペーショナル・セラピー、フィジカル・

セラピーが必要と判断された子供に無料でセラピーを提供します。時にはCCSとMEDI-CAL （医

療保護保険）の両方から医療費の援助を受けるケースや、医療保険でカバーできない部分をCCSか

らの援助に頼るというケースもあります。 CCSに関してはＰ76を参照してください。
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■Los Angeles County Department Of Health Services

Alcohol And Drug Program Administration

ロサンジェルス郡衛生局／アルコール・麻薬プログラム管理部

714 W. Olympic Blvd., 10th Floor

Los Angeles, CA 90015/Tel(213)744-6516

■Department Of Mental Health

精神衛生局

Los Angeles County Mental Health

2415 W. 6th St.

Los Angeles, CA 90057/Tel(213)738-4601

■Department of Social Services

社会福祉局

Los Angeles County Department of Public Social Services

12860 Crossroad Parkway South

City of Industry, CA 91746/Tel (310)908-8380

Los Angeles County Department of 

Children And Family Services

425 Shatto Place

Los Angeles, CA 90020

Tel (213)351-5602
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私が学んだこと
子供がまだ小さく診断がはっきりつかず、

専門家の一言一言で喜んだり落ち込んだりの

繰り返し。結局親が勉強し、情報を集め、

子供を正しく見つめ、どういう方向に行く

べきか検討・判断しつつ前に

進んでいくしかないのだと

分かりました。（K）



24

私が学んだこと
早期療育には賛否両論あり、身近な人達からも心配し過ぎ

とか、そのうち普通にできるようになるとか、親の神経質さ

を咎められたりして、障害がはっきり分からない場合は親は大

変な迷いの中で日々を送ったりしますが、毎日接している

親が一番子供のことが良く見えています。

希望的観測に頼って現実から目を

そむけないで…。（Ｄ）

私が学んだこと
アーリー・インターベンションとは早期に

インターベイン（介入）するという、障害を

後々発生させないための積極的療育のこと

です。もし何かをする必要性を感じたら、脳の

吸収率の最も高い乳幼児期に適切な療育を

探し、問題を未然に防ぐまたは最小限に

抑えることを勧めます。（Ｆ）



学校について

■カリフォルニア州特殊教育事情

■照会（リファーラル）からＩＥＰまで

■統合教育

■親の権利と義務

■特殊教育関係の法律と訴訟
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■　カリフォルニア州特殊教育事情

カリフォルニア州では特別なニーズを持った子供（Individuals With Excepti-onal Needs/IWEN)

のための教育として、次の６つのカテゴリーをもうけています。

１）軽度障害（Mild Disabilities）

学習障害 (Learning Disability/ＬＤ)

行動・情緒障害 (Behavior Disorders/Emotional Disturbance)

軽度精神遅滞 (Mild Mental Retardation)     

２） 重度障害（Severe Disabilities）

重度情緒障害(Severe Emotional Disturbance／ＳＥＤ)

中度・重度精神遅滞(Moderate/Severe Mental Retardation 

重複障害 (Multiple Disabilities)           

３） コミュニケーション障害（Communication Disorders）

聴覚障害 (Hearing Impairment＝Deaf/Hard-of-Hearing)

スピーチ障害 (Speech Impairment)                    

言語障害 (Language Impairment)

４） 視覚障害（Visual Impairment）

全盲またはそれに近い視機能（盲）（Blindness)

ロービジョン（Low Vision)

５） 身体・健康障害（Physical or Health Impairments/ＰＨ）

身体障害 (Physical Impairment)

健康障害 (Health Impairment)

６） ギフティッド（Gifted & Talented／ＧＡＴＥ）

高知能 (Gifted)

特殊才能 (Talented)
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１）軽度障害

「学習障害」とは通常の知能を持っているのにも関わらず、それに見合った機能が聞く、考える、

話す、読む、書く、綴る、計算する能力のうちの１つ以上において著しく劣っている障害をさします。

知覚障害(Perceptual disabilities)、脳の外傷(Traumatic Brain Injury／ＴＢＩ)、微細脳機能不全

(Minimal Brain Dysfunction)、識字障害(Dyslexia)、発達性失語症(Developmental Aphasia)を含

み、注意欠陥多動障害(Attention Deficit Hyperactivity Disorder／ＡＤＨＤ)生徒の約８割方をも

含みます。しかし、視覚・聴覚・運動の障害や精神遅滞、情緒障害、環境的要因（貧困、文化・言語

の違い等）の結果として学習に問題を来している場合は含みません。原因は脳の損傷とも中枢神経シ

ステムの損傷とも言われますが、実際に医師によって損傷を認められない場合でも学習障害とされる

こともあり、定義はやや不明確です。また、指導方法が類似していることから、カリフォルニア州の

特殊教育では軽度の精神遅滞と行動・情緒障害を含めた一つの「軽度障害」というカテゴリーで、一

般的にメインストリーミング(Mainstreaming)の教育を受けています。

メインストリーミングとは、普通学校の中に設置されているリソースルーム　(Resource Room)と

いうパートタイム用の特殊学級に出席し週に何時間か一定の時間、小グループの指導を受ける以外、

普通学級で特に補助を受けずに障害のない他の生徒たちと一緒に授業を受けることを言います。学習

障害児のためにはリソースルームでの特別指導の他にも、生徒の必要に応じてスピーチセラピー、ノ

ートを取るためのエイド（アシスタント）、チューター、テストを口頭で受けたり、時間を延長しても

らう等の特別なサービスを受けることも学校（大学も含む）によっては可能です。いくらかのサポー

トを受けることによって学習障害児は一般の生徒と全く同じように生活することが可能と考えられて

おり、実際に有名企業の社長や学者、俳優等でも自分は学習障害を持っていると宣言した人がアメリ

カにはかなりいます。又、軽度精神遅滞の生徒についても、学習の遅れについてのサポートが必要な

だけで、社交性やコミュニケーションについてはほとんど普通の発達をすると言われます。行動・情

緒障害の子供も、普通学級で行動修正、又は投薬を受けながらほぼ普通に学習することができます。
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２）重度障害

重度障害とは、主に中度から重度の精神遅滞と、他の障害との重複障害をさします。重度情緒障害

も含みます。視覚および聴覚障害のような重複障害はこのカテゴリーには含まれません。

まず精神遅滞は、日常生活のための機能に重大な制約をもつものとして定義されています。つまり、

「明らかに平均以下の知的機能」と「コミュニケーション、身辺自立、家庭生活、社会的技能、地域社

会の利用、自身規律、健康と安全、実用的な学業科目、余暇、労働といった適応行動のうち二つ以上

の領域で障害が見られること」の二つの条件を満たす者であるというのが最新のＡＡＭＲ（アメリカ

精神遅滞学会）による定義です。

次に行動・情緒障害とは、長期間かなりの程度において（１）学習が不可能、（２）人間関係を維持

することが不可能、（３）不適切な行動や感情、（４）ひどい落ち込みや憂鬱、（５）問題に関する生理

的な症状や恐怖感、（６）精神分裂症といった状態を指します。タイプとしては外に向かって問題行動

を起こすタイプ（多動、破壊的、犯罪的行動等）と内向的で周りの者に気づかれにくいタイプ（憂鬱、

引きこもり、病的嫌悪・恐怖症、拒食症、過食症、かん黙症等）の二つに分かれます。また、自閉症

(Autism)については歴史的には健康障害とされたり精神遅滞ともされてきましたが、１９９０年の連

邦法（ＩＤＥＡ）によって独自のカテゴリーが認められるようになりました。ただ、カリフォルニア

州にはまだ独自のカテゴリーがなく、教育法が似ているために軽度の場合は１）の行動・情緒障害、

それ以外は２）の重度情緒障害として、特殊教育のサービスを受けるようになっています。

重度障害児の教育のオプションとしては、普通学級でのフルインクルージョン（Full-Inclusion／必要

なサポートを受けながら普通学級で学ぶこと）、普通学校内の特殊学級、特殊学校等があります。とり

わけチャレンジングとされる重度情緒障害児については、学校区内の公立学校で適切なプログラムが

ないとＩＥＰで判断され、学校区の全額負担で少人数制の私立学校への通学が認められるケースがか

なりあるようです。

連邦法（ＩＤＥＡ）では障害の程度に関わらず普通の環境で教育を受ける権利（ＬＲＥ／Least

Restrictive Environment)が保障されています。が、同時に障害児各自のニーズに合わせた最も適切

な公教育も保障されています（ＦＡＰＥ／Free, Appropriate Public Education)。普通学級で社会性を

身につけることが適切である子供には統合教育が適切でしょう。しかし個人や小グループでタスク・アナ

リシス（Task Analysis/服の着替えや料理等身辺自立のための基本的なスキルを細かく順序立てて10

ー20位のタスクに分け、段階毎に繰り返し練習する方法）や、CBI(Community-based Instruction/

教室内で学ぶのが難しい、買い物や公共交通機関の使用等、日常生活のスキルを実際にコミュニティ

に出て学ぶ方法）の指導を受けた方が適当である子供の場合は特殊学級（特殊学校）の方が適切かも
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しれません。ＩＥＰでの話し合いをもとに親が正しい判断をする必要があります。そして、それ以外

にコミュニケーションにも障害があればＳＬＰ(Speech & Language Pathologist)、それに身体の自

由にも制限のある場合にはＰＴ(Physical Therapy)やＯＴ(Occupational Therapy)等の訓練を受け

たり、手話等の通訳、コンピューター等も含めたコミュニケーションの為の様々な器具（Assistive

Technology)やヘルパー等を必要に応じて学校に要求することも可能です。

３）コミュニケーション障害

コミュニケーションの三つの手段、すなわち言語の受信（聴覚）と表現（スピーチ）、そして概念（言

語）の障害を包括したカテゴリーです。

聴覚障害には聾(Deaf)と難聴(Hard of Hearing)の二種類ありますが、難聴は補聴器(Hearing Aids)

の使用により音の情報をプロセスできる状態を指します。

スピーチ障害は声(Voice)が喉の病気等の原因で出せない、発音(Articulation)が難聴で聞き取ること

ができないため等のせいで正確に出せない、またどもり(Stuttering)等がひどくわかりやすく話せない、

といった状態を指します。

そして、言語障害は文法的な形式(Form)、内容(Content)、使用法(Use)のいずれかに問題がある場合を

いい、失語症(Aphasia)のような、脳の外傷や病気のために傷ついた中央神経システムが原因の障害です。

文化的な要因、地方出身であったり英語が第二の言語であるために言語に問題がある場合は含まれません。

コミュニケーション障害は軽度障害に次いで多いカテゴリーです。リソースルームと同様、大抵の学

校には専門家がいて(Speech and Language Pathologist／ＳＬＰ、Reading Specialist等) 週に何時

間と決められた枠内に必要な生徒だけ教室移動をして個人、又は小グループで指導を受けますが、それ

以外の場合は普通学級で授業を受けるメインストリーミング（Mainstreaming）が一般的です。その

場合、必要であれば手話の通訳者、ノートを取るためのエイド等のサービスについてもつけてもらうよ

うに要求することができます。コミュニケーションに障害を持っていても重複障害でなければ学力的に

問題はないはずなのですが、読み書きが遅れがちですのでチューターをつけてもらうのも一案です。コ

ンピューター等テクノロジーの補助もとても役に立つので、必要であればサービスとして要求すること

も考えられます。また、どうしてもクラスの中で孤立してしまいがちなので意識して社交性を身につけ

るよう助けてやらねばなりませんし、或いはカウンセリングが必要になることもあるかもしれません。

聴覚障害を持つ高校生のためのマグネット・プログラムがCal State Northridgeの付属高校に、又ニ

ューヨーク州ロチェスターにあるNational Technical Institute for the Deaf（ＮＴＩＤ）では毎年夏に一週

間、高校生の職業・進学決定のためのオリエンテーション的なプログラムがあります。又、Deafの学生の
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ための総合国立大学・大学院でワシントンＤＣにあるGallaudet UniversityとＮＴＩＤだけで計約2900

人、Seattle Community College、California State University Northridge、St. Paul Technical Institute、

University of Tennessee Consortiumの四校だけで計６６２人の聴覚障害を持つ学生が学んでいます。

４）視覚障害

大きく二つのグループに分けられます。ロービジョン（低視力）とは障害のために日常生活に支障

を来すこともありうるが、一応見ることにより学習のできる状態を指します。そして、全盲またはそ

れに近い視機能（盲）とは視力や見える範囲に重度の限界がある場合を指します。

全盲またはそれに近い視機能（盲）は、全く何も見えず光の認識もない全盲(Totally Blind)や、光

の認識だけはある状態も勿論含みますが、法的な視覚障害(Legally Blind)と分類される場合、眼鏡等

で矯正をして良い方の目の視力が２０／２００以下であるか、又は視野（見える範囲）が２０度未満

である場合を指しています。つまり、一般的には盲というと全盲のことを指しているように思われが

ちですが、アメリカ国内では法的に認められることにより、全盲ではなくても盲としてサービスを受

けることが可能なわけです。

視覚障害を持つ生徒のための教育のプログラムは、伝統的な盲の生徒のための寄宿舎学校、週に何度

か訪れて指導してくれる移動教師(Itinerant Teacher/ Vision Specialist)等のサポートを受けながらの

普通学校で学ぶFull-Inclusion、或いは重複障害の場合等特殊学校、特殊学級等といった選択肢があり

ます。

ロービジョンの場合には眼鏡等を使って矯正したり、大きな文字のプリントをもらったりする等に

よりかなりの障害を克服することが可能ですが、全盲またはそれに近い視機能の場合には点字

(Braille)、声の出るコンピューター(Voice Activated Computer)、オーディオ・テープ等の使用・習

得が必要です。又、他にも抽象的な事物や手で触れられない大きなもの（山やビル等）の認識が困難

であることから認識障害や言語障害を起こしやすいので、リソースルームやＳＬＰ（Speech &

Language Pathologist)等で指導を受けたり、方向感覚(Orientation)や移動（Mobility/ある所から

別の所へ移る時に安全にかつ効率よく動く能力）にも限界があるので歩行訓練士（ＯＭＳ／

Orientation & Mobility Specialist)の指導を受けることも必要です。

視覚障害を持つ生徒の半数以上は重複障害と言われていますが、重複障害を持たない視覚障害の生

徒のほとんどは普通かそれ以上の学力をもっているとも言われています。その場合もノートを取って

もらったり、教科書やテストを読んでくれるサポート等のサービスを受けながら、高等教育への進学

が可能です。
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５）身体・健康障害

カテゴリー内に更に細かいサブカテゴリーが無数にあるのが、身体・健康障害です。まず健康障害の

方から見てみますと、現在特に増えつつあるHIV感染、子供たちの学校長期欠席の理由のナンバーワン

であるぜんそく(Asthma)、そして心臓病(Heart conditions)、結核(Tuberculosis)、リューマチ熱

(Rheumatic Fever)、腎炎(Nephritis)、鎌形赤血球性貧血(Sickle Cell Anemia)、血友病(Hemophilia)、鉛

中毒(Lead Poisoning)、白血病(Leukemia)、糖尿病(Diabetes)等、慢性の病気と病弱な状態が含まれます。

そして身体障害という項目は更に神経性のもの(Neurological Impairments)と神経筋肉性のもの

(Neuromuscular Impairments)の二種類に別れます。神経性はこのカテゴリー中最大のサブカテゴリーで

ある脳性麻痺(Cerebral Palsy/ＣＰ）と、てんかん(Convulsive Disorder/Epilepsy)、それに二分脊椎（Spina

Bifida）や脊髄の外傷(Spinal Cord Injury)、脳の外傷(Traumatic Brain Injury/ＴＢＩ）が含まれます。

更に、神経筋肉性の身体障害としては、最近では予防接種が一般化したために数が減ったとされるポリオ

(Polio)、その他、筋ジストロフィー(Muscular Dystrophy)、多発性硬化症(Multiple Sclerosis)等があります。

身体・健康障害の生徒もAdapted P.E.という特別の体育のクラス等の関連サービスや、移動する上で

の配慮を受けながら普通の学級で学ぶことが可能で、社交性や通常の学力を身につけるためにもそれが

一番望ましいと考えられています。又、通常の知能を持った身体・健康障害児には、高等教育への進学

を可能とし将来の経済的自立を促すためにも普通学級で学ぶことが重要視されてきています。但し、重

度の重複障害のある場合には特殊学級や特殊学校、さらに体力的に登校が難しい時には学校区から家や

病院に教師を派遣してもらって学習をすること（Home Teaching/Hospital Teaching)も可能です。

６）ギフテッド

知性、言語、芸術、芸能、スポーツ、指導力等のうち一つ以上の分野に極めて優れている子供たちの

ためのカテゴリーですが、連邦法によって強制はされていないので、運営は各学校区の判断に任され

ています。これらの子供たちも特別なサポートなしには能力を維持・開発することが難しいと言われ

ています。又、国の未来を担う科学、芸術等の発展、そして指導者養成のためにも、特殊教育が必要

という理論に基づき様々なサービス、プログラム、教育技法等が研究されています。

マグネットスクールと呼ばれる公立の特殊学校等にある科学や芸術等の特別強化プログラム、普通

学校内にあるオナーズ（Honors Sections）と呼ばれるパートタイムの特殊学級、学年の飛び級や高

校生のうちから大学で受講しクレジットをもらうシステム等が代表的なプログラムです。１）から５）

の障害と重複してこれらのプログラムを受けることももちろん可能で、実際に行われています。
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ま　と　め

このように特殊教育のカテゴリーは連邦政府（全部で１３）と州のレベル（カリフォルニア州では

上記の６つ）とで違い、またカテゴリーの定義も連邦政府、各州、各学校区、擁護団体等によるもの

と様々です。又精神遅滞の定義に見られるように度々変わる変動的なものでもあります。

他にもカリフォルニアならではの特殊教育関連のプログラムとしては、バイリンガル教育がありま

す。これは、１９７４年にサンフランシスコに住む中国系アメリカ人が、母国語で教育を受けられな

いことは憲法第一条、機会平等の原理に反すると告訴し勝ち得た権利です (Lau v. Nicholas)。現在１

つの学校区に２５人以上英語以外の言語が母国語の子供がいた場合、親はバイリンガル教育を要求す

ることができます。ヒスパニック系の軽度障害の生徒のうち、かなりの数が特殊学級からバイリンガ

ルのクラスへ移ったと言われています。

また、カリフォルニアにはヒスパニック系以外にも、アフリカ系（黒人）、アジア系、先住民族（イ

ンディアン）と非白人のアメリカ人が数多く住んでおり、２００５年頃までには州内の公立学校の生徒

の５０パーセント以上が非白人で占められるという予測がなされています。これらマイノリティの生徒

が白人生徒との比率で特殊学級内に非常に高くなっているのは、公立学校教員の大部分を占める女性白

人教師たちの、マイノリティの子供たちへの偏見や誤解から間違って障害を持っていると判断されるケ

ースや、母国の文化的な標準に合わない指導や、カリキュラムのせいで学習が遅滞するケースも少なく

ないためと言われています。そのため、現在カリフォルニア州立大学の特殊教育課程では異言語・異文

化をもつ生徒たちを理解するためのコースが必須となっています。又、査定(Assessment)の際に過去

使用されていた文化的に偏ったテストであるといわれるＩＱテストの使用を禁止し、マイノリティの生

徒には母国語で、母国の文化の標準に合った査定を受けられる等の対策も取られています。
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■　リファーラルからＩＥＰまで

ＩＥＰ、ＩＦＳＰ、ＩＴＰとは？

連邦法により、特殊教育と関連サービスを受ける学齢期の子供（３歳から２２歳まで）にはＩＥＰ

（Individualized Educational Program、個別教育計画）、それ以前の子供（０歳から２歳まで）には

ＩＦＳＰ（Individualized Family Service Plan、個別家族サービス計画）、そして学校を終える時期

の近い子供には（16歳以前から、又は適当な場合は14歳以前から２２歳まで）ＩＴＰ(Individualized

Transition Plan、個別トランジション計画）が親と学校等のスタッフらとのミーティングの後、書面

で書かれることが定められています。３種類の個別計画の相違点は、ＩＥＰでは学校がほとんど主にサ

ービスを行うのに対し、ＩＦＳＰではサービス・コーディネイトをするリージョナルセンターと実際の

サービスを行う医師、看護婦、各種セラピスト、チャイルド・ケア、それに親等のチームで行われるこ

と、そしてＩＴＰではサービスの中心は学校ですが各種関連サービス（リハビリテーション・カウンセ

ラー、ソーシャル・ワーカー、ジョブコーチ等）が多様化し、リージョナルセンター等のエージェンシ

ーとの協力体制で進められることにあります。また、ＩＴＰはＩＥＰの一部として含まれる場合もありま

す。このように年齢、サービス提供者等に違いが見られる以外、三つとも基本的に大体同じです。ＩＥＰ、

ＩＦＳＰはまず実際のサービスへの照会から始まります。なお、ＩＰＰ（Individualized Program

Plan) もよく似たプログラムですが、学校ではなくリージョナルセンターでのプログラムです。

リファーラル

特殊教育サービスを受けられるよう推薦されることをリファーラル (Referral)といいます。学齢期以前

の子供たちをリファーラルするのは大抵の場合、子供の発達に遅れを見つけた医師、看護婦、プリスク

ールやチャイルド・ケアの教師、リージョナルセンター等ソーシャル・サービス・エージェンシー、そ

して親です。それと違って、学齢期に入ってからリファーラルをされる場合の多くは、学習、又は行動

に問題の見られる軽度障害の子供が対象で、普通学級の教師がまず各学校にあるスチューデント・スタ

ディ・チーム（Student Study Team、略してＳＳＴ）にリファーラルをします。このチームは大抵、校

長、カウンセラー、スクール・サイコロジスト、特殊教育の教師らで構成されており、リファーラルされ

た生徒に対してアセスメントが必要かどうかを検討し、決定します。必要であると決定された場合は、

まず親に書面で通知されます。アセスメントを実際に行う前に、親の同意が書面で必要とされています。
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アセスメント

学齢期の子供のアセスメント (Assessment、査定) はまず学校で行われます。その場合、スクー

ル・サイコロジストがチームのリーダーとなり、フォーマルなテスト（学力、視力、聴力等）とイン

フォーマルなテスト（教室内での行動観察記録やインタビュー等）を組み合わせた複数のテストが行

われます。その時英語を第二言語とする子供たちは、第一言語（母国語）で、母国の文化を標準とし

文化的偏見のないアセスメントを受ける権利を、連邦法（ＰＬ９４－１４２）は保障しています。ま

た、学校で行われたアセスメントの結果に異議がある場合等、他の機関（リージョナルセンター等）

で再度受けることも可能です。

リージョナルセンターのアセスメントの場合、まずリファーラルをされるとインテイク・コーディ

ネーター （Intake Coordinator) が子供の医師や学校からの情報を集めた後、(1) 知能、(2) 学力、

(3)言語能力、(4) 運動能力、(5)適応機能、(6) 行動・感情、の六分野のうち障害の見られそうな分野に

ついて様々なテストを行い、やはりサイコロジスト、医師、アセスメント・コーディネーター等のチ

ームでサービスを受けるに値するかどうかを検討し、書面で結果を親に報告します。結果に異議があ

る場合再審理を要求することができます。なお、リファーラルからアセスメント終了までのタイムラ

インは、リージョナルセンターの場合は１２０日（緊急の場合は３０日）と定められています。

判　　定

アセスメントの結果は要約され記録に残ります。この記録の秘密保管は保障されており、担任教師でも

見ることは難しいと言われています。但し、親が記録を入手することは可能で、「ＩＥＰの準備のために

必要なので書面で（必要な場合親の母国語で）コピーが一部ほしい」旨学校に要求し、手に入れることが

できます。

アセスメントの結果子供に障害があると判定 (Identification) された場合、その障害のカテゴリーもこ

の時点で決められます (Classification)。同時に、どのような特殊教育関連サービス（Related Services、

各種セラピー、補助機器等）が子供にとって必要なのか、そしてプレイスメント（Placement、どの学

校・学級に入るのか）がＳＳＴ等の専門家チームにより検討されます (Analysis of Services)。但し、こ

こでも決定権は親にあります。又、ＬＲＥ (Least Restrictive Environment、最も制約の少ない環境) と

ＦＡＰＥ (Free Appropriate Public Education 、無料で適切な公教育）が連邦法（ＰＬ９４－１４２）

で保障されていますので、異議や要求のある場合学校年度中ならいつでもＩＥＰミーティングを要求し、

ミーティングの場で主張することができます。
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ＩＥＰミーティング

障害が判定された後は、各生徒のためにＩＥＰミーティングが少なくとも毎年一回開かれることが

連邦法により定められています。カリフォルニア州では初めてのアセスメントへの同意書に親がサイ

ンした後５０日以内に、ＩＥＰミーティングを開くことが定められています。

ミーティングの場では、年間目標 (Annual Goals) と短期達成目標 (Objectives) が教師の手により

書面に書き込まれます。そして目標達成のために必要な教育法と関連サービス（各種セラピー、リソ

ースルーム等）も記されます。ここで親がすぐにサインをしてしまう必要はなく、問題があれば再度

ミーティングを要求することができます。親のサインなしに何事も決定されませんが、同時に特殊教

育サービスを受け始めることもできません。また、親が決定に同意できない場合、アピール

（Appeal／上訴）することもできます。

ミーティングには、ＳＳＴ（その中にはＩＥＰで決められた事項を承認する権限を持つ校長、また

は学校区の役職者が必ず参加していなければなりません）と親、子供の担当教師やセラピスト、そし

て適当な場合は子供（本人）、それに親の友人、リージョナルセンターのサービス・コーディネーター、

弁護士等親の擁護者となる誰もが参加することができます（但し弁護士を参加させる時には前もって

学校側に知らせねばなりません）。また、学校側がミーティングをテープに録音したい場合、親の許可

が必要ですが、親がミーティングをテープで録音する場合も、２４時間以上前に学校側に知らせなく

てはなりません。親の言語が英語でない場合、前もって学校に通訳を無料で提供してもらうよう要求

する権利もあります。

また、親が学校にＩＥＰミーティングを要求した場合、書面での要求後３０日以内にミーティング

が開かれなければなりません。学校側はミーティングの場所や日時を書面で親に前もって知らせ、か

つ親の都合に合わせなくてはなりません。

ＩＥＰの実行

親はミーティングでの決定が記されたＩＥＰの書類のコピーをもらい、そこに書かれたサービスが

実行されているかどうかをチェックします。行われていない場合は要求をし、それでも実行されない

場合にはアピールする必要があります。
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ＩＥＰのエバリュエーション

ＩＥＰが書かれプログラムが実行された後は、計画に基づき子供がどのように進歩してきたか等を

評価する機会がもたれなければなりません。ＩＥＰミーティングは最低でも年一回開かれることが義

務づけられています。最初のリファーラル直後のＩＥＰミーティングの次の回からのＩＥＰミーティ

ングは、翌年度の計画・目標決定を兼ねて、その年のエバリュエーション（Evaluation、評価）をす

るため、親からの特別な要求がなければ学年度末に開かれることが多いようです。

なお、子供の発達等、全体についてのエバリュエーションも最低でも三年に一回は受けることが連

邦法で定められています。その場合アセスメントからエバリュエーションまでの各ステップが繰り返

されます。

私が学んだこと
私はいつもIEPや学校のミーティングには

子供の写真をはったバインダーを持って行く。

誰のことを話し合っているのか

visual になってとてもよい。

（W）

学校区が用意する通訳は、往々にして

一般父兄のボランティアなど特殊教育

を理解していない人なので、ＩＥPでこ

ちらの意思が通じず、学校側のペースで

終わってしまったりする。（H）

私が学んだこと
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■　統合教育

ノーマリゼーション (Normalization)

障害者、特に知的遅滞を持つ人たちは多くの国で社会から隔離され、巨大施設に収容されてきまし

た。しかし、１９４０年代にデンマーク人のバンク＝ミッケルセン(Bank-Mikkelsen)が施設での処遇

を批判し、「障害者、精神遅滞者を一般市民と同じ権利を持った人間として、彼らの生活を可能な限り

一般市民の生活条件・様式に近づけよう」と提案しました。続いてスウェーデン人のＢ．ニールェ

（Nirje）が、１９６８年にアメリカ大統領委員会で「ノーマリゼーション」を「精神遅滞者の日常生

活のパターンと条件を、社会の主流の規範とパターンにできるだけ近づけるようにすること」と定義

したことによって、この理念がアメリカでも確立されました。

この後、「ノーマリゼーション」の理念に基づき、二つの運動が始まりました。一つは、脱施設化運

動、つまり障害者を巨大な施設から地域に密着し、より普通の生活に近いグループホームのような小

型の施設に移す運動です。これは現在では更に、グループホームからコミュニティ内のアパートや一

軒家へ移り、ルームメイト等から最低限のサポートを受けながら独立生活(Independent Living)を営

む形へと広がっています。そして、もう一つの「ノーマリゼーション」に基づく運動が統合教育、つ

まり「すべての障害児を普通学級へ」という運動です。

統 合 教 育

日本語では適当な訳が他にないのでどれも「統合教育」となってしまうのですが、現在アメリカの

特殊教育の現場では実際に３種類の「統合教育」が行われており、厳密に使い分けられていますから

注意する必要があります。

１・フルインクルージョン(Full Inclusion)：障害の種類、程度を問わず、全ての障害児を直ちに小・

中学校の普通学級に入れようという運動。連邦法（ＰＬ９４－１４２）の条文の示すＬＲＥ(Least

Restrictive Environment)、すなわち「障害児にとって可能な限り最も制約の少ない教育環境」を、普

通学級で学ぶことと解釈したもの。理念上ではノーマリゼーションに基づいており、特殊教育の関連サ

ービス（各種セラピー、エイド、手話通訳、リソースルーム等）を普通学級にいながら受けられるとして

います。関連サービスが整い、普通学級の教師にも適切なトレーニングやサポートが与えられれば、理

想的な教育方法です。知能が普通以上の身体障害児等にとっては普通学級における教科学習を保障され、
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高等教育への進学、そして経済的自立をより可能にすることにつながります。又、発達障害を持つ生徒

等にとっても十分な社交性を身につけることにより、将来独立した質の高い生活を送る可能性を広げま

す。普通学級内の教師や他の生徒たちにとっても、毎日の学校生活の中で障害児に対する援助の方法を

考えることが必要になることから創造性の学習等を促すと言われています。又、責任感や思いやりをも

たらし、自分と異なる人々への偏見や恐怖感から解放され、多様性への寛容さを学ぶ貴重な体験となる

とも言われています。一般の子供たちは、大人になって社会に出てからも様々な場面でこの体験を応用

することができます。但し、現状では十分なトレーニングを受けていない普通学級の教師の理解を得る

ことが困難であること、又、関連サービスの充実とそのための予算の拡充等が今後の課題です。

２・メインストリーミング(Mainstreaming) ：　主に軽度障害（学習障害等）、そして言語障害・ス

ピーチ障害等を持つ生徒が毎日、又は毎週決められた時間内をリソースルームやスピーチ・セラピー

等にプルアウト（Pull-out/一時的に普通学級から出されること）され、個人、又は少人数授業を受け

る制度です。いわばパートタイムの特殊学級で、日本でも１９９３年から始まった「通級」制度がこ

れに該当します。フルインクルージョンとの違いは、普通学級にいる時間内は関連サービス（エイド

や手話通訳等）を通常受けない点です。又、欠点としては、プルアウトの間に普通学級で行われてい

る授業を受けられないことと、離れた教室間を移動するため時間のロスが大きいこと、普通学級で受

ける科目が体育、芸術、音楽分野に限られてしまいがちであること、そしてサポートなしに重度障害

児らをメインストリーミングすることが困難であること等です。しかし、プルアウトの時間を放課後

に当てるようにしたり、普通学級の教師とリソースルーム等特殊教育の教師との密接な協力関係と互

いのサポート等によって問題を解決することは可能で、効果がないわけではなく、少なくともノーマ

リゼーションの理念に近づいているといえます。

３・インテグレーション(Integration) ： ランチタイムや課外活動のような限られた時間内に、普通

学校の特殊学級で学ぶ生徒と普通学級で学ぶ障害を持たない生徒たちを交流させる制度です。又、特

殊学校と普通学校の生徒たちを、ある一定の活動時間（例えばピクニックや運動会等）内に交流させ

たり、又、特殊学級の生徒が普通学級内で一定時間過ごす等、様々なバリエーションが各学校によっ

て可能です。フルインクルージョンもメインストリーミングも言うなれば、インテグレーションの一

つのタイプということになりますが、違いをはっきりさせるために教科学習を抜きにした社交的なも

のとして、インテグレーションという言葉が使われることが多いようです。つまり、障害児たちを隔

離された教室において社会的に孤立させてしまわないために、学校の教科指導以外の場で行う統合教

育がインテグレーションという事になります。従って、親の積極的な参加、クラブ活動等の自主的な

設立等も重大な役割として考えられます。これによって、障害を持たない生徒たちの間に障害児に対
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する偏見や恐怖感を減らし、障害児に対する理解と友情を深めようという、ノーマリゼーションの初

歩的段階ともいえる目的を果たしています。

統合教育を始めましょう

もしあなたのお子さんがプリスクール、又は幼稚園に通っている年齢であれば、フルインクルージョン

をためす価値があるかもしれません。早速、ＩＥＰやＩＰＰのミーティングをリクエストし、提案してみ

て下さい。教科の遅れが比較的少ない小さい子供のうちの方が、比較的簡単にフルインクルージョンを始

められると言われています。又、学校の先生の理解、協力も比較的とり易いでしょう。お子さんの年齢が

大きくなればなるほど、特殊学級から普通学級へ移すのは難しく思われます。但し、プリスクールでフル

インクルージョンを要求する場合、事実上ほとんどが私立校であり、私立のプリスクールには資格のある

教員が少ないため連邦法にある「無料の公教育」条項の適用が困難だと言われています。それをデュープ

ロセス（法的手続き）を通して勝ち取ることは理論上は可能です。しかし、それを避けたい方は、子供を

公立特殊教育のプリスクールに無料で午前中通わせながら、午後や週に数日、私立の普通のプリスクール

へ授業料を自ら負担して通わせ、統合教育を始めるという方法も考えられます。そして、子供が幼稚園

（キンダーガーデン）に入る時点で、本格的にフルインクルージョンを要求しましょう。

あなたのお子さんが軽度障害で、現在特殊学校か特殊学級に通っているのならば、やはりフルインクル

ージョンをＩＥＰで提案してみましょう。フルインクルージョン・コンサルタントが定期的に訪れ教師や

生徒たちを援助する他、エイド、代わりにノートを取ってくれる人、手話通訳者、テープレコーダー等の

援助を受けながら普通学級で学習をし、その他にも必要に応じて各種セラピーやリソースルームでの学習

等も並行して受けられます。普通学級内で特に援助が必要でないと思われればメインストリーミングで十

分かもしれません。その場合、各種セラピーやリソースルームの指導以外は普通学級で特別なサポートな

しに学習します。

あなたのお子さんが年齢的にもかなり大きく、かつ特殊学校や特殊学級に通う重度障害児である場

合、急にフルインクルージョンを始めるのはためらわれるかもしれません。連邦法はＬＲＥ（最も制

約の少ない環境）を保障すると同時に「最も適切な」無料の公教育（ＦＡＰＥ/Free and

Appropriate Public Education）を保障しています。ですから、特殊学校や特殊学級での教育が最

も適切と思われるのでしたら、続けて下さい。但し、インテグレーションの努力を始めましょう。イ

ンテグレーションのチャンスを学校、又はコミュニティで積極的に探し求め、物足りなければ自分た

ちで始めるのも一案です。これによって、社会が一歩一歩ノーマリゼーションに近づき、将来的には

あなたのお子さんがより普通に近い生活を営める基盤となるのです。
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フルインクルージョンのサポート機関

フルインクルージョンを始めたいという方は、ランタマン・リージョナル・センターのサム鈴木氏

らの行っているフルインクルージョンのセミナー（月一回）や、サポート・グループ、ファミリー・

ネットワーク等に参加してみましょう。お子さんを擁護する準備として、フルインクルージョンにつ

いてよく知っておく必要があります。又、それらのグループ等で出会ったフルインクルージョンを実

践し成功した親や、普通学級の教師、校長らの話は参考になるはずです。頼んでみたら彼らがＩＥＰ

等に一緒に参加してくれ、擁護を援助してくれる可能性もあります。ランタマン付属のファミリー・

リソース・センターのライブラリーにはフルインクルージョンのビデオ等もありますので、それらを

ＩＥＰの席上で活用することも一案です。フルインクルージョンにどのような効果があるのか知らな

い校長や普通学級の教師らにまず情報を与えることが、非常に重要です。

フルインクルージョンをＩＥＰで提案し、学校側に拒否された場合、次の解決手段が考えられます。

（１）要求を考え直す（取り下げ）、（２）交渉し、どこかで妥協する、（３）法的な手続き（デュー・

プロセス）を取り、要求を続ける、の三つの方法です。いづれにせよ、親の知識と考えに基づいた、

正しい判断と行動が必要です。
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スクールバスは学校区の管轄。送迎

に関する件でもバス・ドライバーだけ

に依頼するのでなく学校区を通す方が

正式になるし、学校区側も何が起きて

いるか把握できてよい。(W)

子供が小さい、又は知的障害がある、又は話せない

場合、母親はせっせと学校に足を運び先生や学校側と親

しくなる努力をすること。問題が発生したときの早期解決

につながるし、何をしているのか把握

し家庭と学校とのギャップ（特に

日本人家庭の場合）を埋めるの

にも役立つ。（G）
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■　親の権利と義務

親 の 権 利

ＩＥＰの要求と決定権

お子さんが既に特殊教育を受け始めている場合、必要に応じて開くよう学校に要求することができま

す。担任の教師や校長等に手紙を書き、書面で通知しますが、同時にアセスメントの結果を再度要求す

ることもできます。連邦法では一年間に開くＩＥＰミーティングの回数を制限していませんので、学校

側が拒否した場合にはそのことを告げるか、またはデュー・プロセスに持ち込みます。

ＩＥＰミーティングの開催を学校側から親に知らせてくる場合、日時と場所を親の第一言語で前もっ

て書面で知らされる権利があります。更に、実際のＩＥＰミーティングに、友人等擁護者を連れていく

ことと、ミーティングに外国語や手話の通訳が必要な場合、学校側より無料で提供されるよう要求する

権利が親にはあります。また、ミーティングでは親は学校の職員らと対等に参加し、子供についての情

報を提供する必要があります。

ＩＥＰの最終決定権は親にあります。ミーティングで決められたプログラムやサービス、又子供のプ

レイスメントは、親の承諾なしには実行されません。ＩＥＰの書類にサインにすることにより親は承諾

をするのですが、ミーティングの場でサインする必要はなく、持ち帰って検討することも可能です。そ

して、異議のある場合には再度ミーティングを要求するか、またはデュー・プロセスに持ち込みます。

デュー・プロセス (Due Process)

お子さんのクラス分けや受けている特殊教育サービスに不満がある場合や、ＩＥＰミーティングで

のその他の取り決めに不満がある場合等、親はデュー・プロセスに持ち込むことができると連邦法

（ＰＬ９４－１４２）は保証しています。

デュー・プロセスではまず最初にヒアリング (Hearing、公聴会) を行います。そこでは州のヒアリン

グ・オフィサーが学校と親の間に介入し、互いの交渉を援助します。デュー・プロセス・ヒアリングでは

裁判官による判決等はなく、従って弁護士も必要なく、場所も裁判所の代わりに学校等で行います。

ヒアリングでも親の納得のいく結果が得られなかった場合には、次の手段として州の裁判所にアピ

ール (Appeal、訴訟) をすることができます。この場合には弁護士（学校区、リージョナルセンター、

擁護団体等に特殊教育専門の弁護士を推薦してもらうことも可能）をたて、裁判所で正式に親対学校

（又は学校区等）という形で争うことになります。州の裁判所でも満足する結果の得られない場合には、
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更に最高裁判所へアピール (Appeal、上告) することができます。このように裁判が長引いてしまう

と何年もかかることになり親にとっても大変なのですが、特殊教育をさらに充実させるよう法律を変

えていくためにも裁判は必要であり、時には学校区等が協力して裁判に持ち込むこともあるようです。

情報へのアクセス

アセスメント、ＩＥＰミーティング、ＩＥＰのエバリュエーションの結果、子供の教育に関する学

校での記録等といったものを手に入れたり、自由に閲覧する権利が親にはあります。アセスメントや

ＩＥＰミーティングの結果等は親が自分の第一言語で読むことを希望する場合、学校側に翻訳された

書類を要求することができます。

親 の 義 務

ＩＥＰミーティングの参加 (Parent Participation)

ＩＥＰミーティングへの参加は親の特殊教育への参加の第一歩です。親にはＩＥＰミーティングに参

加し、自分の子供に関して一番よく知っている専門家として、教師やサイコロジストといった他の専門

家たちに子供に関するあらゆる情報を提供し、対等に話し合う義務があります。学校側から指定された

日時や場所について、親の都合がつかない場合、欠席するよりもむしろ自分の都合のつく日時（仕事後

の夕方等）や場所（コミュニティセンター等）に変えてもらうよう要求する方が得策です。親の許可

（欠席の届）があれば、親なしで学校の職員たちだけでＩＥＰミーティングを開くことも可能です。し

かし、その場合子供を擁護する人がいないので、子供のプレイスメントやプログラムが子供にとってど

れがよいかではなく、学校側にとってどれが都合がよいかで決められてしまう恐れがあります。

ＩＥＰミーティングでは子供にとって不利なように事が運ばないよう、親は子供を擁護しなければ

なりません。また、子供にとって最も適当でかつ最も制約の少ない環境が与えられるよう、子供を擁

護しなくてはなりません。擁護が親だけでは難しい時には友人やリージョナルセンターのサービスコ

ーディネーター等に応援を頼み、一緒にミーティングに参加してもらうこともできます。

教師とのパートナーシップ (Parent-Teacher Partnership)

教師と親の双方のコミュニケーションがうまくいくことによって、教師、親、そして子供にとって

大変有意義な結果をもたらすと言われています。教師にとっては子供をより理解するための手助け、
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教育方法やプログラムを改良するためのフィードバックやヒントが得られますし、親にとっては子供

のプログラムを理解しそれに並行して家でどのように教えるかを学ぶことができますし、子供にとっ

ても二つの重要な環境においてスムーズな移行ができ、リソースや多くの情報によって学ぶチャンス

が広がるからです。子供にとって、一番重要な人物は親ですが、多分毎日学校で接する教師も二番目

に重要な大人です。双方の協力体制は子供の教育面で、重要なカギとなります。

教師との連絡方法としては、コンファレンス (Parent Conference、ミーティング) 、ノート

(Written Note、メモ書き) 、電話の三種類が一般的です。コンファレンスではお互いに面と向かって

情報交換をすることができるという長所がありますが、フォーマルなものとなりがちなので定期的に

スケジュールをたてることが難しく、頻繁なコンファレンスは教師にとってストレスとなる可能性も

あります。そこでよりインフォーマルで効果的な方法として、ノートと電話があります。ノートは教

師への質問や依頼、子供の状態に関する情報等を簡単に書いて、子供に持たせたりします。行動障害

の子供の場合、効果があるといわれる行動修正 (Behavior Modification) プログラムのために毎日の

学校での行動について教師に書き入れてもらい、コンスタントに良かった週の最後には子供の好きな

褒美（お気に入りのテレビ番組を一時間見せる、アイスクリームを食後に与える等）を与えるという

ことも可能です。更に簡単で時間のかからない連絡方法が電話です。学校によっては各教師のレコー

ディングメッセージを毎日残し、親が電話することによりその日に行われた学習や宿題を知らせるシ

ステムを取っているところもあります。教師にとって話しやすい時間を知り、定期的に電話し、子供

の成長に関する情報等について話し合うことは大変効果的な方法です。

これら以外にも、双方が使えればＥメールやファックスを使うことも時間のかからない簡単な方法

として考えられます。また、親が時間のあるときになるべく学校に立ち寄ったり、学校の行事やボラ

ンティアの参加をすると同時に教師と接するようにしたりすることも効果的な連絡方法となります。

子供の教育への参加 (Parent Involvement)

連邦法（ＰＬ９４－１４２）は親の特殊教育への参加を義務づけています。ただし、一言で参加と

いってもその程度は様々で、どの程度参加をするかは親次第です。中でも最も重要で基本的な参加は

前述のＩＥＰミーティングへの参加と、やはり前述の教師とのパートナーシップです。

他にもＰＴＡや各イベントへの参加、図書室やオフィス、教室等でのボランティアとしての参加、

ファンド・レイジング (Fund Raising、寄付集め) 等学校への親の参加はアメリカでは一般的に盛ん

です。また、リージョナルセンターや擁護団体、親の会等への参加、そうした所の催す親のためのト

レーニングやミーティングへの参加、それ以外のコミュニティ活動への子供との参加、また家で子供

の宿題等を見たりする等、様々なかたちでの教育への参加が考えられます。
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■　特殊教育関係の法律と訴訟

障害児を持つ親は子供の権利を擁護し、主張してサービスを勝ち取らねばならないこともあります。

以下は、数多い特殊教育と障害者関連の重要な連邦法と訴訟の判決のうちの代表的なものです（州の

法律は連邦法に基づいています）。

ＰＬ94－142：The Education of All Handicapped Children's Act (EHA)（1975年）

この連邦法は障害児とその親の権利を守るという意味では、アメリカの歴史上最も画期的な法律です。

大切な項目は下記の通りです。

＊ＦＡＰＥ(Free, appropriate public education）・・・全ての３歳から21歳の障害児に無料で適

切な公立教育と必要な関連サービスが与えられる。

＊ＬＲＥ(Least Restricted Environment)・・・障害児も可能な限り一般の子供たちと同じクラス

で学ぶことができる。選択権が生じたという意味で、強制ではない。

＊ＩＥＰ(Individualized Educational Programs)・・・全ての障害児に必要。（Ｐ33, 35, 41, 42参照）

＊Ｐｒｏｃｅｄｕｒａｌ　Ｓａｆｅｇｕａｒｄ（保護者の権利）・・・

記録をチェックする権利

記録を秘密にしておく権利

保護者の同意なしに査定やクラス替えをされることはない

ＩＥＰへの参加

デュープロセス（障害児の受けている特殊教育や関連サービスの決定に異議がある時保護者は公

聴会を要求することができる）

査定を別の機関で受ける権利

適切な教育がない場合に学校区が授業料を払って私立学校へ通う権利

＊Nondiscriminatory Assessment・・・生徒の母国語による査定を保障。文化の違いを加味した

複数のテストの使用等で偏見のない評価を下す。
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ＰＬ99－457：Amendments to the Education of All Handicapped Act（１９８６年）

前述の連邦法の改正。重要なのは0ー3歳までの乳幼児への教育が IFSP (Individualized Family Services

Plan)を通して義務づけられたことと、ITP (Individualized Transition Plan)が提案されたことです。

＊Ｐｒｅｓｃｈｏｏｌ・・・満３歳から５歳まで。前述のＰＬ９４－１４２が適用されるが、子供

の障害のカテゴリーはまだこの時期に決める必要はない。

＊Ｅａｒｌｙ　Ｉｎｔｅｒｖｅｎｔｉｏｎ・・・０歳から３歳で、発達遅滞が見られるか、又は遅

滞が後に現れるリスクが認められた子供が、ＩＦＳＰで決められた各種セラピー等のサービスを

無料で受けられる。

ＰＬ１０１－３３６：Americans with Disabilities Act （ＡＤＡ）（１９９０年）

この法律は、企業、雇用、住居、公共宿泊施設、教育、交通機関、コミュニケーション、レクリエ

ーション、施設、ヘルス・サービス、選挙権、そして公共サービスへのアクセスにおいて、障害があ

るがための差別のないよう、そして環境が障害者に適応するよう配慮する規則を定めています。

法務省(Department of Justice)、交通省(Department of Transportation)、機会均等委員会（the

Equal Employment Opportunity Commission）、建築・交通障害対応連邦通信委員会（Architectural

and Transportation Barriers Compliance, FCC）に施行の責任があります。

ＡＤＡの条項・詳細についての問い合わせ先：

U.S. Architectural and Transportation Barriers Compliance Board                      

1111 18th Street, N.W., Suite 501, Washington D.C., 20036-3894

トールフリー番号　　１（８００）ＵＳＡ－ＡＢＬＥ　　

ＰＬ１０１－４７６：The Individuals with Disabilities Education Act（１９９０）

通称ＩＤＥＡで知られるこの法律は１（ＰＬ９４－１４２）の最新の修正版です。ここでは法律の

名前（ＥＨＡからＩＤＥＡへ）と障害児の表現(Handicapped ChildrenからChildren with

Disabilitiesへ)が全文中で書き替えられたことがまず目に付く変化です。

その他重要な追加事項としては、トランジション・プログラムを遅くて

も１６歳までに始め、生徒のＩＥＰにＩＴＰを含まねばならないということ、関連サービスにリハビ
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リテーション・カウンセリングとソーシャル・ワーク・サービスが加わったこと、そして今まであっ

た障害のカテゴリーに新たに自閉症と脳損傷が加わり合計１３になったこと、等です。

この法律によって定められた１３の障害のカテゴリーとは以下の通りです。

１・精神遅滞 (Mental Retardation)

２・学習障害 (Learning Disabilities)

３・重度情緒障害 (Seriously Emotionally Disturbed)

４・重複障害 (Multiple Disabilities)

５・聾盲 (Deaf-Blind)

６・難聴 (Hard of hearing)

７・盲 (Blind)

８・言語障害 (Speech Impairment)

９・視覚障害 (Visual Impairment)

１０・整形外科系障害 (Orthopedically Impairment)

１１・その他の健康障害 (Other Health Impairments)

１２・自閉症 (Autism)

１３・脳損傷 (Traumatic Brain Injury)

次に代表的な訴訟を見てみましょう。

●　Ｄｉａｎａ　ｖ．Ｓｔａｔｅ　Ｂｏａｒｄ　ｏｆ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ（１９７０年）

ＥＭＲ（教育可能な軽度の精神遅滞）クラスに入れられたカリフォルニア州に住む９人のメキシコ

系アメリカ人（８ー１３歳）が、査定は文化的に偏ったＩＱテスト（白人中流階級の価値観）の下に

行われるので、間違ってそのクラスに入れられたと訴えた。この訴訟の結果、査定は生徒の母国語で

母国の文化の標準に基づき行うこと、口頭での回答を促すテストだけに頼らないこと、メキシコ系と

中国系のＥＭＲクラスにいる子供は全員査定をし直すこと、そしてその子たちを普通学級に戻す計画

を学校区は立案すること、メキシコ系の子供が特殊教育のクラスに圧倒的に多い学校区はその理由を

説明すること等が義務づけられた。

●　Ｌａｒｒｙ　Ｐ．ｖ． Ｒｉｌｅｓ（１９７１）

ＥＭＲクラスに圧倒的に多くいる黒人の子供は、文化的に偏ったテストにより間違ったクラスに入

れられ、普通学級に戻るための適切な教育も受けられないままにいると、やはりカリフォルニアで行

46



われた訴訟。この結果、カリフォルニア州では査定時のＩＱテスト使用は禁止となった。また、マイ

ノリティの子供の査定は慎重に行うべきであること、特殊教育は“Ｄｅａｄ－ｅｎｄ”（行き止まり）

ではなく、カリキュラムの質をもっと高めて普通教育への復帰を促すべきであることが約束された。

●　ＰＡＲＣ　ｖ．Ｃｏｍｍｏｎｗｅａｌｔｈ　ｏｆ　Ｐｅｎｎ．（１９７２）

●　Ｍｉｌｌｓ　ｖ．Ｂｏａｒｄ　ｏｆ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ（Ｄ．Ｃ．）（１９７２）

この二つの東海岸での訴訟は主にＭＲの子供が教育の権利を奪われていると親のグループ等が訴え

たもの。この後、教育の権利と共にデュープロセス等の親の権利も決議され、それが１９７５年のＰ

Ｌ９４－１４２を形成した。

●　Ｂｏａｒｄ　ｏｆ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ　ｖ．Ｒｏｗｌｅｙ（１９８２）

キンダーの普通クラスに入ったＡｍｙ　Ｒｏｗｌｅｙという聴覚障害児が、ＩＥＰで決められたよ

うに補聴器、テレタイプ、スピーチ・セラピー、特別のチューターをつけてもらった。親（二人とも

聾）はそれでも不足とし、手話の通訳者をつけるよう学校に訴えた。学校区は要求通り通訳をつけた

が、Ａｍｙは手話を見ないし成績も良いので必要ないと二週間後にやめたことから、親がデュープロ

セスを始め、公聴会、そして告訴した。最終的には最高裁まで行ったが、そこでの判決は、手話の通

訳がなくてもＡｍｙは十分適切な教育と特殊教育関連サービスを受けていたとするものであった。

ＰＬ９４－１４２施行後最初に最高裁まで行った大きな特殊教育裁判。

●　Ｉｒｖｉｎｇ　ＩＳＤ（Ｔｅｘａｓ） ｖ． Ｔａｔｒｏ（１９８４）

二分脊椎を患う三歳の子共が、導尿管の世話をする者がいないという理由で公教育を拒否された。

そこでＰＬ９４－１４２に定められたように、全ての子供の障害に関わらず無料の公教育を受ける権

利があるとして、関連サービスの要求と共に訴訟に至った。その結果、身体・健康障害の子供が学校

で学ぶときに導尿管を必要とする場合、医者でなくても導尿管は扱えるという理由から学校区がその

世話をするように義務づけられた。
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●　Ｈｏｎｉｇ　ｖ．Ｄｏｅ（Ｃａｌｉｆ） （１９８８）

他の子供に暴行を加えたとする二人の情緒障害児が学校から退学処分を受けた。これは全ての子供に

無料の公教育を受ける権利があるとするＰＬ９４－１４２に反すると訴えたもの。最高裁での判決は、

障害に起因する問題行動を理由に障害児を退学させてはならない、というものだったが、同時に障害

がなければそれは是認できるものであり、又障害のある子の場合でも親の認可か裁判所の認可があれ

ば生徒を退学させてもいいという決議であった。

（文：水谷由美／ＣＳＵＬＡ特殊教育学修士課程修了）
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私が
学んだこと

クラスのボランティアを率先してする

こと。手伝いながらクラスの授業、

学校の姿勢（事情）がわかって

くる。（W）

学校区に対して親は日本語の通訳を要求する

権利があり、学校区は通訳を用意する義務がある。

しかし実際のところこの法律はスペイン語を話す親

のことを念頭においているので、マイノリティーの中

のマイノリティーである日本語の、それも特殊教

育に詳しい通訳を学校区はすぐに見つ

けることができない場合が多

く、ミーティングの日程がどん

どん先にのびてしまうこ

とが多い。（M）

私が学んだこと
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トランジションから大人へ

■ TRANSITION （＝変換・移行）

■ 就職

■ 障害者用住宅
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■トランジション（Transition）

トランジションとは？

トランジション（変換・移行）とは、ある状態から違う状態への変換・移行を意味する言葉で、私達

は人生において数多くのトランジションを経験します。引っ越し、卒業、進学、就職、結婚、離婚、

子育て、引退などすべてトランジションですが、ここでは障害児が学業期を終了し（１８才～２２才）

学校から大人の社会へ、教室から職場へ（又は義務教育から大学進学へ）、そして自立へ到達するまで

の過渡期におけるトランジションについて考えます。このトランジションをよりスムーズに、かつ実

りのある将来に導くためには、色々なオプションを知り、障害者本人の意向を尊重したきめ細かな計

画を立てることが大切です。

現在、障害を持つ子供が親と共に住み、親が身の回りの世話をし、昼間は月曜から金曜まで毎日学校に

通っている場合、その子供の生活の中心は学校生活で占められているものです。しかし、その子が卒業

し、又は２２才に到達した時、学校に行っていた毎日の時間をどの様に過ごすかが大きな問題になりま

す。多くの親の場合、子供が高校生（１４才～１８才）になった時点で心配し始める様ですが、実はも

っと早い時期から考え始めるべきで、将来どこに住むのか、どんな仕事につきたいか、毎日をどの様に

過ごすのか等を常日頃から話し合うことが必要になります。そしてそれをもとに本人・家族・先生・関

係者と共にITP (Individual Transition Plan＝個人別トランジション計画）を作ることになります。

ITP (Individual Transition Plan）

ITPとは、関係者が集まり、その子の学校から社会への転換に向けてのトランジションに必要な教育

やサービスを検討・計画し、それを文書化するものです。１年に１回話し合い作成されるIEP と別個

に作成されることもあれば、ある年のIEPでITPを同時に行い作成添付される場合もあります。トラン

ジションの始まりが１４才（又は高校入学）時に当たるので、ITPが行われる年令は１４才（又は９

年生）になる前が適当とされていますが、カリフォルニア州特殊教育法では、１６才までにITP作成

を義務付けています (1997年現在)。このITPは適格な査定のもとに行われるべきもので、査定は本人

の持つ技術・経験、本人の興味や将来へ対する希望、家族や友人のサポートの度合等多面的に考慮さ

れます。ITPで練られる計画は将来目標達成に導くためのステップとなるべきもので、かつ達成可能

な現実性のあるものでなければなりません。



トランジション

ITPは１９９０年に連邦法で義務付けられた比較的新しいコンセプトなので、学校関係者の中には不

慣れな人もいたりしますが、必ず遅くとも１６才までには、学校側から働きかけがなくても親側から

ITPのミーティングを要求し、積極的に参加、発言することが大事です。

I T P の 内 容

将来の希望に沿って、下記の項目の具体的な教育内容とサポートの目標が設定されます。

＊　職業訓練／就職 ＊　住まいに関すること

＊　レクリエーションやレジャー ＊　高校後の教育

＊　自己管理（金銭管理、衛生、社会性、住まいの管理、安全性等

＊　送迎サービス ＊　収入

ITPに参加すべき人

＊　子供本人

＊　両親（又は他の家族）

＊　学校関係者

（特殊教育の教師、職業訓練・リハビリテーション・カウンセラー、職業教育専門教師、普通教

育教師（必要であれば）、校長（又はその代理））

＊ 外部からのサービス・コーディネーター

（例：リージョナル・センター、リハビリテーション局、コミュニティーカレッジ、精神衛生局等）

＊ その他の学校関係者（例：カウンセラー、心理学者、関係サービス専門家等）

＊　雇用主（存在する場合）

＊　家族又は本人が希望する人（例：友人、弁護士等）

ITPに際してIEPと同じく親としての準備が必要です。積極的に学校側にITPやIEPを要求し、下記の

事項を頭に入れて対処することが望まれます。

＊ 質問したいことを全部リストにする。

＊ もし誰かのサポートが必要と感じたら、誰かを同行する。
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＊ 英語に自信がない場合は、通訳を付けるように学校側に頼む（学校側は無料で通訳を付ける義務

がある）。ミーティングを要求する際に通訳の事も頼む。

＊ ITPやIEPの前に、子供に対して行われた査定（assessment) の文書のコピーを自分の希望する

言語に翻訳された形で入手する。

＊ 同時に学校側のポリシー（方針）のコピーを要求する。特殊教育において第一に法的効力を持つ

連邦法との違いがある場合等、参照するのに役立つ。

＊ IEPと同様、その子に関することは自分自身が他の誰よりもよく知っているとの自信を持ち、言

いたいことをはっきり発言する。

＊ 常にポジティブにコミュニケートする。

＊ 他の人達の発言に耳を傾ける。

＊ 子供に関する質問をどんどんして、貴重な情報を多く得る。

＊ 分からない時は必ず質問する。

＊ すべて記録する。

＊ すべての記録・査定のコピー、ITP（又はIEP) のコピー、医者やセラピストからのレター、予防

注射の記録等ファイルにまとめる。

より望ましいトランジションのために

障害児が将来成人して社会生活を営むためには、両親の果たす役割が多大なのは言うまでもありませ

ん。具体的に就職、住居、余暇の過ごし方等、色々な面を考える際、親としてどの様に関わり援助す

ることがより望ましいトランジションに繋がるのでしょうか？

１）子供と話し合い理解を深める

将来大人になったら何をしたいかを話し合う。どこに誰と住みたいか？どんな仕事につきたい

か？興味の対象や得意なことは何か質問する。コミュニケーションが難しい場合は、行動を注意

深く観察し、子供の好きなこと、嫌いなこと、又は得意とすること、長所などを見つけ記録して

おく。

２）下記の項目に関して情報を集め知識を増やす

＊ 職業訓練／就職（Ｐ５４参照）

＊ 住まいに関すること（Ｐ５６参照）
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＊ レクリエーションやレジャー

＊ 高校卒業後の教育

＊ 送迎サービス

＊ 収入（ＳＳＩ、信託、労働報酬、フードスタンプ等）

＊ 擁護／法律関係（コンサーバターシップ＝後見人等）

＊ 医療関係（医療保護、保険、医療機関等）

３）色々な成人用プログラムを実際に見て回る

障害者用住まい、職場や職業訓練所、レクリエーション・プログラム等を見に行く。オプション

を知り、比較し、適したプログラムや支援機関を見つけておく。

４）親のためのサポート・グループに参加する

積極的に他の障害児を持つ親達との交流を広げることで、貴重な情報が入ってくるだけではなく、

精神的サポートを得たり勇気づけられたりする。より深く子供のトランジションに関わることで、

自分自身が他の親に対して、情報源やサポートの提供者にもなれる。

�������r�������r�������r�������r�������r�������

参考資料：

“FROM ADOLESCENT TO ADULT / 

TRANSITION A HANDBOOK 

FOR FAMILIES”

Published by Harbor Developmental

Disabilities Foundation
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子供はあっという間に成長します。特に障害

の問題を抱え試行錯誤の毎日を送っていると将

来の予定など立てる余裕がないのが現実。子供が１

０才を過ぎた頃には、長期的観点にたってその子の現

実味のある将来をじっくり考えてみましょう。そ

の場合の観点はどうしたら障害を

治せるかではなく、どうした

ら子供がより幸福な人生を送

れるかに置いた方が

良いと思う。

（Ｎ）

私が学んだこと



■就　職

サポーティッド・エンプロイメント
障害のある大人が２２才（又はそれ以前）で高校を出て働くとき、大まかに４つのタイプの進路が考

えられます。

１） Competitive Employment (コンペテティブ・エンプロイメント)

一般の職場で障害のない人達と一緒に援助を受けずに普通に働く、通常の就労状態

２） Supported Employment （サポーティッド・エンプロイメント）

一般の職場で他の障害者や障害のない人達と一緒に、特別な援助を受けながら働く

３） Sheltered Employment （シェルタード・エンプロイメント）

障害者専用の隔離された職場（作業所など）で働く

４） Adult Day Program（アダルト・デイ・プログラム）

働くのに必要な技能を身につけるためのプログラムで、Work Activity CenterやDay

Treatment、Behavior Management Program, Community Living Skillなどがある。

歴史的に、障害者の中でも特に知的障害者は、コミュニティーから離れた場所に作られた施設に住み、

教育を受ける場合は特殊学校、働く場合は作業所と、生活全般にわたって一般の人と交流することの

ない、隔離された暮らしを強いられてきました。ところが１９６０年代にノーマリゼーションが唱え

られ、障害者が一般の人と変わらないできるだけ普通の暮らしができるよう社会が少しづつ変わって

きました。住むところは施設からコミュニティーの中にあるグループホームへ、そして更に普通の家

やアパートで必要最低限の援助を受けながらの自立生活へ、教育も一般の学校での統合教育へ、そし

て職場もコミュニティーの中でサポートを受けながら働く、すなわちサポーティッド・エンプロイメ

ントへと徐々に移り変わってきているのです。

リサーチの結果によると、一般の職場で重度障害者が援助を受けずに働けることは非常にまれだそう

です。又、作業所や働くのに必要なスキルを身につけるためのトレーニング・プログラムに一度通い

始めた障害者は、他へ移ることなく一生そこに通い続ける者が多いことも報告されています。作業所

やアダルト・デイ・プログラムでは障害者は最低賃金よりも格段に下回る賃金しか支払われず、週に

２０時間以内だけしか働くことができません。又、障害者のための職場、又はプログラムであるため

に、障害を持たない一般の人と職場で同僚として交流する機会はありません。そこで、援助を受けな
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がら障害者以外の人達とコミュニティーの中で交流しながら働くサポーティッド・エンプロイメント

が、重度障害者にとって一番理想的な職場であると言われるようになりました。サポーティッド・エ

ンプロイメントは、重度障害者も少なくとも最低賃金を受け取り、コミュニティーの中で人々と交わ

り、必要とする間は打ち切られることもなく援助を受け続けることができ、雇用主と障害者双方のニ

ーズに柔軟に合わせて行われるものです。

サポーティッド・エンプロイメントは細かく分けると３つの種類に分類されます。

１）Enclave Model（エンクレイブ・モデル）

一般の職場の中で障害者の小さなグループが援助を受けながら働く

２）Work Crew Model（ワーク・クルー・モデル）

障害者の小さなグループが色々な会社や商店、コミュニティー機関などと契約し、援助を受けながら

働く

３）Individual Supported Job（インディビジュアル・サポーティッド・ジョブ）

障害者が個人で援助を受けながら一般の職場で働く

１）のエンクレイブ・モデルの例では、障害者の２～８人のグループを工場の一部に配置し、ジョ

ブ・コーチの指導を受けながら、障害のない一般の人達と共に働きます。２）のワーク・クルー・モ

デルの例では、やはり２～８人の障害者のグループが配達や、修理、清掃などをコミュニティー内で

契約した会社や商店に出向いて行います。予算が一番かかるという欠点がありながらも長所が一番多

く、最も理想的なモデルが３）のサポート・モデルです。個人サポート・モデルでは、障害者個人の

興味やニーズに合わせた職場で、ジョブ・コーチから個人指導を受けながら他の障害者がいない環境

で働きます。リサーチの報告によると、個人サポート・モデルで働く障害者が最も安定しており、コ

ミュニティーへの参加の度合も高いとの結果が出ています。そこで、個人サポート・モデルが重度障

害者には適当な職場環境と考えられるようになり、１９９０年にはサポーティッド・エンプロイメン

トの７１％までが個人サポート・モデルとなっています。
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参考資料：

“FROM ADOLESCENT TO ADULT/TRANSITIONAL HANDBOOK FOR FAMILIES”

Published by Harbor Developmental Disabilities Foundation
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■障害者用住居

住 居 の 種 類

障害者の住居は大きく３つのタイプに分けることができます。１）コミュニティー・ケアー住居

（community care facilities）、２）ヘルス・ケアー住居（health care facilities）、３）州立施設

（state developmental centers）の３タイプです。

１）コミュニティー・ケアー住居（＝グループホーム）：このタイプは大小様々ありますが、一般に

はベッド数１５床より小さい住居がほとんどで、個人経営の形で運営されています。この住環境はケ

アーや保護を必要とする障害を持つ子供や成人を対象に運営されていますが、医療的には定期検診や

単純な投薬以外は特別な医療行為を必要としない障害者に対して提供されています。ほとんどのホー

ムで身辺のケアーや自立のための訓練を行っています。いくつかのホームでは、行動障害や他の特殊

障害で学校や職場や家庭で問題を抱えている障害者を対象に訓練を含んだケアーを提供している所も

ありますが、こういったホームは通常短期間でその問題を修正するためのもので、より普通のグルー

プホームへのステップとして入居する場合がほとんどです。

グループホームへのケアーの度合はリージョナル・センターにより４段階に分けられていて、レベル

１は大体日常的なことは自分でできる人達を対象としていて、レベル２は身辺自立に手助けや訓練を

多少必要とする人達が対象でスタッフと入居者の比率は６対１、レベル３は身辺自立に顕著な障害が

あり肢体にも不自由さが多少あり確立されたプログラムが必要な人対象で比率は３対１、レベル４は

重度の障害で身辺自立ができず肢体不自由な人対象で比率は３対１か２対１となっています。

２）ヘルス・ケアー住居：このタイプは通常グループホームより大規模で、ベッド数は15床～100床

まであり、やはり個人経営によるものです。このホームは医療的に、より頻繁又は特殊なケアーを必

要とする人を対象としたもので、スタッフに看護婦やセラピストなどが含まれているのが特徴です。

上記のグループホーム同様、医療ケアーに加え、家庭的な環境のなかでリクリエーションや社交を楽

しみ健全な精神の発達を促すようになっており、住人は学校や職業訓練や仕事など昼間のプログラム

を引き続きこなしながら集団生活をします。

３）州立施設：カリフォルニア州によって運営されている障害者専用の施設で、コミュニティー・ケ

アーやヘルス・ケアー住居での生活が難しい重度の障害者用に運営されています。この施設へは重度
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の医療問題や行動障害、又は重度の精神障害を抱える障害者に限って入居対象としています。

住 居 選 び

障害者本人や障害児の親が住居探しをしたいと思った場合、まずリージョナル・センターの担当者に相

談すると、担当者はその方面に知識の豊富な複数のメンバーと共に障害者本人の障害内容、コミュニケ

ーション、食事、身の回りのケアー、排泄、入浴、行動／医療問題などを含む日常レベルの必要性につ

いて検討し、本人に最も適していると思われる幾つかの住居を推薦します。リージョナル・センターが

住居を検討する際に考慮する基準は：入居者に対する訓練プログラムの種類や保護体制、スタッフの質

や管理責任者の経験、地の利と住居の種類などです。適当と思われる幾つかの住居が推薦され、本人や

家族は実際に訪問し自身の目で確かめ、最終選択やさらなる検討要素を担当者にフィードバックします。

さてそれらの住居を訪問する際、そこで世話をしているスタッフと話したり管理責任者に色々と質問し

たりする訳ですが、下記の項目に気を配ってきめ細かなチェックをすることが望まれます。

＊ 日常的に行われる訓練やレクリエーションの内容、それらは入居者のニーズに応えているか？

週末の行動内容は？

＊ 入居者が、訪問の際紹介されたり尊厳ある処遇を受けているか？　清潔できちんとした身なりを

しているか？

＊ 住居の家主や管理責任者が不在の場合は誰が代りを努めているか？　そしてその人物の経験やト

レーニングは？

＊ 住環境は清潔で修理などはまめになされているか？　屋外にはパティオや裏庭など休める空間が

あるか？

＊ 就寝時間や訪問時間、喫煙やペットなどに関する生活規則は？

＊ 絵やプラントなど家庭的な雰囲気を出すための装飾品は飾られているか？　家具は座り心地が良

いか？　ゲームや雑誌、音楽など娯楽のためのものがあるか？

＊ 住居の場所は入居者が生活するに便利なところにあるか？　例えば買い物や公園へのアクセスな

どー。近所は住宅街か商業地か？　家族が訪問しやすい場所にあるか？

＊ 食事は美味しそうで栄養的にもバランスが取れているか？　食事中ではない場合は１週間のメニ

ューを見せてもらう。

＊ 入居者の好みや選択が反映される機会は提供されているか？　例えば部屋の飾り付けや社交、ル

ームメイト選びや食事などー。
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気に入った住居が見つかった場合はその旨担当者に伝え、住居側の責任者にもその旨連絡がいき、住

居側でも受け入れるに問題なしとなれば（ホーム側にも選択の権利があります）、リザベーション（予

約）を入れ、入居日など詳細が決定されます。気に入った住居がない場合、さらにリージョナル・セ

ンターに検討を依頼し再度推薦を受けることもできるし、気持ちが変わりホームへの入居をやめたい

場合はいつでもプロセスを中止することができます。

所属リージョナル・センター管轄内で新しい住まいを見つけ、入居後も引き続き同じ担当者がケース

ワーカーとしてケアーを提供するのが理想的ですが、時には適当な住居が管轄内で見つからず、止む

を得ず他の地域に移転が決まることもあります。その場合、入居者が成人ならば新たにその地域を担

当するリージョナル・センターに担当者が移行され、新しいケースワーカーがそのケースを引き継ぐ

ことになりますが、入居者が未成年の場合は２つのリージョナル・センターが共にひとつのケースを

担当し、日常の保護的観察業務は住居のある地域担当のリージョナル・センターが担当し、支払いな

どに対する事務的業務は従来のリージョナル・センターが引き続き業務を遂行することになります。

住居に対する支払い

コミュニティー・ケアー住居（＝グループホーム）への支払いはＳＳＩ（Ｐ６２参照）が基本的住居

費、ケアー、保護費などを払い、リージョナル・センターが月々の追加料金を訓練などにかかる費用

として住居管理側に支払います。ＳＳＩはリージョナル・センターを受け取り代理人に認定している

ので、ＳＳＩから入居者の月受給額がまずリージョナル・センターに支払われ、同センターから住居

管理側に毎月の住居費の支払いがなされるように処理すると便利です。その手続きの書類は同センタ

ーで入手できます。もしＳＳＩからの受給額を直接受け取る場合は、住居側への支払いは本人の責任

において毎月滞ることなく支払われなくてはなりません。ヘルスケアー住宅の場合はカリフォルニア

州の医療保護＝メディキャルから支払われるか、もし入居者がメディキャルの対象にならない場合リ

ージョナル・センターが支払う場合もあります。

グループホーム入居者が未成年の場合はその家族に対して州から訓練費などの一部を個人負担するよ

うに請求されますが、金額はその家族の収入に合わせて計算されます。成人の場合は家族への負担は

ありません。

どのホームもＳＳＩやリージョナル・センターやメディキャルからの支払いより多くの金額を家族に
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対して請求することはできません。

ホームへの支払いには住居費、ケアー、保護監視やトレーニング、そして多くの場合生活必需品、洗

濯、医者への送迎サービス、レクリエーションや社交活動、洗面関係品（石鹸、はみがき、シャンプ

ー、タオル、生理用品、櫛やブラシ、応急医療用品など）が含まれており、服や化粧品や美容院代、

又は映画やレストランに行ったりと個人で行うレクリエーションは個人負担となります。それらに必

要なお金は通常毎月入るＳＳＩの一部Ｐ＆Ｉ（Personal and incidental=私物経費）の分から使われ

ることになります。

入 居 に 際 し て

入居に際してはいくつかの州規則にそって、医療アセスメントを入居前か入居後３０日以内に行うことが

義務付けられています。ヘルス・ケアー入居の場合は入居前の指定医療アセスメントとラボ・テストが義

務付けられています。その後入居に際する同意書に署名をし、同時に何種類かの歯科を含む医療行為同意

書や医療レコードのリリース（公表すること）などに署名します。この段階で、分からないことや疑問に

感じることがあればはっきりと質問しておくことが大切です。

リージョナル・センターの役割

入居後３０日以内にリージョナル・センターの担当者が決められます。担当者の役割は入居者とホー

ム側とリージョナル・センター間のリンクになることで、ケースワーカーとして従来通りの対象者の

ニーズの理解、サービスのコーディネーション、問題解決の手助けなど幅広くサポートしていきます。

一年に一回のＩＰＰミーティングのコーディネーションも重要な仕事です。定期的にホームを訪れ、

生活状況をリポートし、様々なニーズや変化などを観察します。

家 族 の 役 割

多くのホームが入居者の家族も含んだディナーやピクニックやミーティングなどを年間を通して計

画・実践しているので、積極的に参加し運営スタッフたちとも友好を深めることが望まれます。リー

ジョナル・センターの担当者が訪れない週末や夜間の状態などは、家族が積極的に訪問して生活状況
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を把握することが大事です。多くの場合ホーム側と入居者の家族は親しく信頼できる関係を結び、入

居者も楽しく日常が送れる場合が一般的ですが、何か問題を感じたら早い時期にオープンに話し合う

のが最も有効な解決法です。ホーム側へのアプローチは相手側への尊敬を忘れず、喧嘩ごしや脅しや

命令口調にならないよう気を付けるべきでしょう。その家にはその家独特のやり方があるので、家具

や料理や日常のあまり細かいところまで批判的に見ることは慎むべきです。ただし問題と感じる部分

が、入居者の保護や安全管理に関することや、虐待、性的いたずらやおどし、あまりにもひどい食生

活など重大な問題がある場合は直ちにリージョナル・センターの担当者に連絡し善後策を考えなくて

はなりません。緊急の場合は２４時間リージョナル・センターに電話できるようになっています。グ

ループホームは人数が少ないこともあり、入居者やスタッフが同居して家族のような親しい関係を結

んでいくので、障害者である自分の子供の新しい家族である他の入居者やスタッフへの親しみや感謝

の念が子供の日常の幸福を支援することも認識してください。
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参考資料：

“Understanding Residential Care/What Every Parent Should Know”

Frank D. Lanterman Regional Center & Harbor Regional Center

April  1989
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公的福祉プログラム

■ SSI（生活援助金）

■ IHSS（在宅補助サービス）

■ MEDI-CAL（医療保護）

■ CCS（カリフォルニア・チルドレンズ・サービス）



■SSI (Supplimental Security Income)／生活援助金

SSIとは連邦政府から保障された、障害者が社会の一員として自立し、生産性のある生活を営むことを

目的とした、経済的生活を援助するお金のことです。SSIは障害者が生涯を通して受け取る主な生活費

としてとらえるのではなく、むろん個々人の障害の度合によって異なりますが、あくまでも本人の経

済生活を手助けするため又は踏台としてとらえることが望まれます。障害者の自信と誇りに満ちた自

立に不可欠な障害者自身の就労を奨励するため、この福祉プログラムには、就労の結果受ける報酬が

援助金の停止に繋がらないよう様々な労働奨励項目がもうけられています。SSIを受け取る基本条件は

障害の有無と収入の額で査定されるので、障害者が１８才を過ぎると本人の収入のみが査定の対象に

なり、多くの障害者がこの援助金を受けられることになります。又障害者が１８才未満でも親の所得

が低い場合は、障害の証明と所得証明を提出すればその障害児本人に対しSSIが支給されるので、該当

者は最寄りのソーシャル・セキュリティー事務所で申請することをお勧めします。

対　象　者

＊ 資産が非常に少ないかもしくは全くない

＊ 医学的に障害者である

＊ 仕事に就いていないか就いていても実質的な基本収入（注）レベルを下回る。視覚障害者の場合

は仕事に就いていても対象となり得る。

注：実質的な基本収入額は毎年変わるので直接ソーシャル・セキュリティー事務所で確かめること。

ちなみに１９９６年は＄５００／月（控除後の額）。

１９９７年５月現在の時点ではこれらの保護は市民権をもつすべてのアメリカ国民と永住権所有者を

対象に提供されていますが、対象者が子供で親が永住権所有者の場合、過去に親がソーシャル・セキ

ュリティーへの支払をある一定期間行った場合という条件が最近追加され、事務手続きが繁雑になっ

ています。各自状況が違うので、ソーシャル・セキュリティー事務所に直接出向き相談してください。

援助金額の算出方法

金額内容は本人の１）現在の収入額、２）住居の状況、３）在住州　に基づいて算出されますが、連

邦政府の基本金に各州がその州独特の方法で算出した額を加算して支給されます。金額は毎年物価変
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動に合わせ調整されます。査定対象とされる収入は本人の労働収入、その他の収入、配偶者の一部収

入、本人が１８才以下の場合は両親の収入などです。学費や教科書、他の教育費のための奨学金や補

助金などは査定対象になりません。又労働奨励項目にそって収入の一部を査定から外す場合もありま

す。SSI受給者になったら、収入の変化、住居の変更、結婚などSSI額に影響する内容は変化のあった

月の次の月の１０日までにソーシャル・セキュリティー事務所に報告することが義務づけられていて、

その変化は２ヵ月後のSSI支給額に反映されます。この報告を怠ると、増額分はもらえないばかりか、

減額の場合はさかのぼって払い戻しを請求されることもあります。親の家で世話を受けている場合、

連邦基本額の最高１／３が減額されます。しかし障害者本人の負担額を領収書などで証明するなどし、

ある程度の金額の調整にはソーシャル・セキュリティー事務所は柔軟に対応してくれます。

労働奨励項目（Work Incentives）

ほとんどの人々が労働意欲をもっています。障害者の場合その労働意欲を失うことなく同時に援助金

の支給を受け続けるのが、自立に到達する早道です。現在全国で３百万人以上の障害者がSSIの支給を

受けていますが、その中には、仕事に就きたいが就いたら最後SSIやMedi-Cal（医療保護保険／Ｐ７

２参照）を打ち切られるのではとの心配から積極的な求職活動を控えている人達もいますが、その様

な人達に仕事に就きながらなおかつSSIの支給も受けられるように考えられたのが労働奨励項目です。

この労働奨励項目を利用して仮に＄１，０００以上の所得収入があってもSSIを受け取ることが可能で

す。SSI受給障害者である以上仮に仕事に就いてもすぐにSSIが打ち切られることはなく、又収入が基

本所得額を上回りSSIがストップされたとしても、失業した場合１２ヵ月以内ならすぐに再申請を要す

ることなくSSIが再支給されます。収入査定から控除される労働奨励項目は：

１）障害に関係した職業経費

２）所得収入特別控除

３）学生所得特別控除

４）視覚障害者職業費

５）自立計画（＝PASS）

６）自営用不動産

７）第１６１９労働奨励条項
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さて項目別に詳しく説明を加えてみます。

１）障害に関係した職業経費．．障害者の職場での労働を可能にするために要する特別な器具、サービ

スや保険でカバーしない医療費などで、障害者本人が負担している金額。

例：　　

＊ サポート人材費／職場でのサポートを提供する人材、仕事場への送り迎えや身支度をヘルプす

る人材、家族がヘルプを提供しそのために経済的負担を強いられている場合の負担額など。休

日や家族からの経済的負担のないヘルプは控除不可。

＊ 送迎サービス／通勤に必要な車に障害に対応するよう行われる改造費。通勤に必要なヘルプや

交通費で健常者以上に特別必要とされる経費。通勤走行距離の一部額。車の購入費や障害に無

関係の改造費や通勤以外の経費は査定控除にならない。

＊ 医療器具／車椅子、血液透析器具、ペースメーカー、人口呼吸器、牽引（けんいん）器具など。

＊ 特殊器具や人材／片手タイプライター、タイピング補助器具、聴覚障害者用電話機、視覚障害

者用補助器具など。視覚障害者専用のアシスタント、聴覚言語障害者の通訳、指導員など。障

害者本人が支払わない分や本人が自営業ですでに経費でおとしている分は控除対象にならない。

＊ 人工補綴（ほてつ）／義足、義手など、美容整形目的のものは控除不可。

＊ 住居の改造／外に通勤する障害者の場合家屋の外（ドライブウエイなど）でアクセスを可能に

するために行われる改造費や、自分の住居を利用して自営業を営む場合のみ障害に対応するた

めの内部の改造費。

＊ 障害に関する医療費／障害に対する治療やセラピーや薬品、医者への支払い。健康診断やアレル

ギー治療、歯科治療、眼鏡など健常者と同範囲内の医療費は控除対象とならない。

＊ 医療検査費／障害に関係した分野で、病気の治療や管理や診断を目的としたもの、障害と関

係のない分野や、他の機関や保険から支払われる分は控除不可。

２）所得収入特別控除．．ほとんどの障害者が収入（作業所などでの収入も入る）に対する特別控除を

受け、結果SSIの支給が受けやすいように考慮されています。ソーシャル・セキュリティー事務所は個

人の得た収入のまず＄８５を控除し残りの１／２も控除した残額のみを査定対象収入とみなします。

３）学生所得控除．．２２才以下で学校に通っている障害者に対して最高月額＄４００、最高年額＄1,620ま

で所得から控除されます。条件は少なくとも１つ以上のコースを大学なら最低週に８時間、７～１２年生な

ら週１２時間、職業訓練なら週１２時間（コースによっては１５時間）、障害の内容により在宅学習の場合は

該当機関からの該当者の派遣を受けている場合で、先述の所得控除に加えてさらに控除されます。
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４）視覚障害者職業経費．．視覚障害者がその所得を得るために必要とした経費は控除されます。控除

対象経費は障害に直接関係した経費に限らず控除できます。

例：盲導犬費用、通勤にかかる交通費、連邦・州・地域所得税、社会保障税、点字通訳、視覚エイド、

組合費、身辺のケアーサービスなど。

５）自立計画（Plan for Achieving Self-Support = PASS）．．この項目は障害者が収入の中からあ

る金額を一定期間将来の目的のために貯金し、その金額を対象収入から控除する方法です。目的は教

育、職業訓練、新ビジネスなど色々です。この控除の承認はその計画が本人に合ったものであるか、

実現可能のものであるか、その目的に到達するのに使われる時間は妥当（通常36ヵ月以内）か、貯金

の使われ方、貯金の仕方など多方面から審査されます。ソーシャルワーカーやカウンセラーなどのヘ

ルプを受けて計画を練るのが望ましく、ソーシャル・セキュリティー事務所でも提出方法などについ

て手助けをしてくれます。

６）自営用不動産．．ビジネスの目的に使用される建物や個人が仕事場として使用する建物にかかる費

用は控除対象となり得ます。又必要道具や機械にかかる費用も控除されます。

７）第１６１９労働奨励条項．．労働による所得を得ながら同時にSSIの支給も受けられ、この条項の

（ｂ）項にはMedi-Cal（医療保護保険）も継続して受けられることが述べられており、１）～６）の

労働奨励項目の法的擁護を意味しています。

さて具体的に労働奨励項目がどのように受給者に影響するのか実際の例をみてみましょう。

例：Aさんは当初SSIの支給額＄４７０のみが毎月の収入でしたが、近くのファーストフード・レスト

ランでパートの仕事を始めました。その収入は月＄２１５です。

SSI算出法　　　　　　　　 実質収入

＄２１５（所得収入）

　ー８５（特別控除）

＄１３０

　÷　２（１／２控除） ＄２１５（所得収入）

＄　６５（査定対象収入） ＋４０５（SSI) *

＄６２０（合計収入）

＄４７０（１９９６連邦基本支給額）

　ー６５（査定対象収入） ＊実際はこの金額に州支給額が

＄４０５（SSI連邦支給額） 加算されます。
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SSIの額は＄４７０から＄４０５と＄６５の減額になりますが、収入合計は＄６２０と以前に比べると

＄１５０増です。それに何といっても仕事をすることの充実感、社会的に繋がりを持つことは本人の

満足度を高めるものです。さてAさんは熱心な仕事ぶりが認められ収入が＄３６７に上がりました。仕

事場での働きをよりスムーズにするためAさんは電動車椅子を購入し、それへの支いが月々＄５２発生

してきました。

SSI算出法 実質収入

＄３６７（所得収入）

　ー８５（特別控除） ＄３６７（所得収入）

＄２８２ ＋３５５（SSI) *

　ー５２（職業費） ＄７２２（収入合計）

＄２３０

　÷　２（１／２控除） ＊これに州支給額が加算されます。

＄１１５（査定対象収入）

＄４７０（連邦基本支給額）

ー１１５

＄３５５（SSI連邦支給額）

さて一年後Ａさんは大学に入学してある資格を取りたいと思うようになりました。ソーシャルワーカーの

助けを借りてＡさんはＰＡＳＳ（自立計画）を作り、毎月＄７５をそのために積み立てることにしました。

SSI算出法 実質収入

＄３６７（所得収入）

　ー８５（特別控除） ＄３６７（所得収入）

＄２８２ ＋４３０（SSI) *

　ー５２（職業費） ＄７９７（収入合計）

２３０

　÷　２（１／２控除） ＊これに州支給額が加算されます。

＄１１５（査定対象収入）

　ー７５（ＰＡＳＳ）

＄　４０（査定対象収入）
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＄４７０（連邦基本支給額）

　ー４０

＄４３０（SSI連邦支給額）

ＰＡＳＳを作り将来の設計をすることによって、SSI支給額が増えたのが分かります。

上記はほんの一例にすぎず、個々人それぞれの障害内容による限界があり一口に自立といってもそう

簡単なものではありません。しかし親がいなくなった後も長い人生を歩んで行くであろう障害を持つ

子供に、自立の重要性・必要性や労働の価値を教えたい親は、少しずつ時間をかけて自立に近づける

方向性を見つけてあげることは可能です。自立の基盤になる経済生活のため、親の経済状態に無関係

に、障害者は１８才になったらすぐにSSIを申請し、SSIをうまく利用しながら小さくても自立という

階段を一歩一歩上がり始めることが重要です。
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参考資料：

Social Security Administration

SSA Publication No. 05-10095

SSA Publication No. 64-030
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■IHSS (In-Home Supportive Services)／在宅補助サービス

IHSSは、連邦政府からの一部財政援助を受けて州が障害者や病人に対して提供する福祉プログラムで、

自身でできない日常の世話を頼むヘルパーに対する人件費の負担を援助するもので、County Welfare

Offices（郡福祉事務所）が実際の業務管理を行っています。IHSSプログラムは、対象者が日常生活

を営む上で自分でできない内容、例えば、家事（洗濯、料理、掃除、買い物）、準医療（注入、吸引）、

保護監視（事故に対する安全監視）、身の回りの世話（入浴、着替え、下の世話、食事）、医者への送

り迎えなどに関してヘルパーを必要としている場合その人件費を負担します。ヘルパーは郡と契約す

るエージェンシーから派遣される場合と、対象者本人の選んだ人材に支払われる場合とがあります。

対　象　者

自宅で安全に過ごすためにはIHSSのサービスが不可欠な人で、同時に下記の条件の一つでも満たす人ー。

１． SSI（Ｐ６２参照）を受給している人

２． SSDIを受給しているか、SSADC（Social Security Adult Disabled Child）を受給している人

でSSIの資産限度額に該当する人

３．他の収入源があるがSSIの障害の条件に該当し資産限度額にも該当する人

４．労働に従事しているがSSIの第１６１９（a）項または（b）項の対象の人

５．所得が上がりSSIの支給が止められたが、障害があり日常の世話にヘルプが必要で、かつSSIの資

産限度額に該当する人

SSIの支給を受けられないだけの収入源がある場合も、一部負担をしてIHSSを受けられる場合があります。

IHSSから支払われるサービス内容

障害者が自宅で安全かつ／又は自立生活を維持するために必要と認められた下記のサービス：

＊ 家事一般（掃除（台所、風呂場を含む）、整頓、ゴミ処理、シーツ取り替え、その他）

＊ 大掃除（IHSSの開始時や病気の内容によって（アレルギー等）掃除が必要と認められた時）

＊ 関連サービス（調理、テーブルの用意と片ずけ、洗濯、アイロン、買い物など）

＊ 身の回りの世話（下の世話、カテーテルや人工肛門袋取り替え、人工呼吸器に関する補助、酸素

吸入に関する補助、器具の清掃、食事介助、入浴、洗面、着替え、床ずれ防止マッサージ、車椅

子などの器具のケアーなど）

＊ 送迎サービス（医療関係場所への送り迎え）
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